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Ⅰ．京都議定書の意義Ⅰ．京都議定書の意義Ⅰ．京都議定書の意義Ⅰ．京都議定書の意義    
文責：武田信吾 

    
1111．京都議定書．京都議定書．京都議定書．京都議定書    
 1997年 12月、京都にて第 3回締約国会議が開催された。このいわゆる COP3では、先
のベルリン・マンデート1に基づき、気候変動枠組み条約では取り決めがされなかった 2000
年以降についての温暖化対策に関する規定を盛り込んだ議定書採択に向け、協議が行われ

た。その結果、条約の付属書Ⅰ締約国2（OECD諸国及び移行経済国）が、2008年から 2012
年の 5年間（第 1バジェット期間）に、6温室効果ガス3の排出を、1990年を基準として少
なくとも 5％削減することで合意した。そして、付属書Ⅰ締約国には、各国別に差異化され
た排出目標が課せられたのである。 
 それと同時に、京都議定書には、3つの柔軟性メカニズム（京都メカニズム）が盛り込ま
れた。温室効果ガスの排出権を売買する排出権取引、先進国間による共同実施、先進国・

途上国間によるクリーン開発メカニズム（CDM）である。また森林吸収源（SINK）も議
定書に規定された。これらの原則に関しては、COP4以降の話し合いに委ねられた。 
 また、この京都議定書は、“付属書Ⅰ国の 1990 年における二酸化炭素排出量の少なくと
も 55%を占める付属書Ⅰの締約国を含む 55ヶ国以上の条約の締約国が批准書、受諾書、承
認書または加入書を寄託の後 90日後に効力を生ずる（議定書 25条第 1項）”事になってい
る。今後は、早急な締約国、特に付属書Ⅰ締約国の議定書への批准、そして、議定書自体

の発効が望まれるところである。 
 
2222．京都議定書の意義と課題．京都議定書の意義と課題．京都議定書の意義と課題．京都議定書の意義と課題    
 京都議定書は、前述の通り、1997年 12月の第 3回気候変動枠組み条約締約国会議（COP
３）において締結された。しかし、その交渉は、各国の主張・利害が交錯し、難航した。

その交渉の末に締結された議定書は、1992 年の気候変動枠組み条約（FCCC）には盛り込
まれなかった、付属書Ⅰ国（先進国、及び移行経済国4）に対しての、法的拘束力を持つ数

                                                   
1 1995年 3月にボンで開催された第 1回気候変動枠組み条約締約国会議（COP1）において、締約国によ
って決議されたもの。気候変動枠組み条約（FCCC）が 2000年以降の取組みについての規定が不十分であ
るとし、特定の時間的な枠組みにおける数量目標を、第 3回締約国会議までに法的文章にまとめる事など
を決定した。 
2 OECD加盟 24ヶ国（条約締約当時。韓国・メキシコは含まず）と移行経済国 8ヶ国、EUからなる条約
の付属書Ⅰに掲げられている国、及び地域。京都議定書の付属書には、クロアチア、リヒテンシュタイン、
モナコ、スロベニアが加わり、連邦を解消したチェコ共和国とスロバキアもそれぞれ付属書に参加してい
る。 
3 二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、亜酸化窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン（HFCs）、パーフ
ルオロカーボン（PFCs）、六弗化硫黄（SF6）の 6温室効果ガス。 
4 中央、及び東ヨーロッパ諸国と、ソビエト連邦に所属していた市場経済へ移行の過程にある諸国。京都
議定書の付属書には、ロシア・ポーランドなど 13ヶ国が掲げられている。 



量目標を設定する事となった。このことは、中長期的な観点からは、地球温暖化問題の重

要な一歩であると言えるであろう。“環境”というテーマに関して、先進国・途上国双方が

交渉の末に合意した、という事実は非常に評価されるべき事である。 
  京都議定書における数量目標に関しては、各国別に差異化された削減率が決められ、付
属書Ⅰ国全体で 1990 年比 5.2％の温室効果ガス削減が義務付けられた。この 5.2％という
数字の妥当性であるが、これはあくまで第 1バジェット期間における 1990年比の排出削減
目標である。実際に Business as Usual (BAU)ケースでの各国別の CO2排出量予測は以下

の通りである。 
 
図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐1111：：：：2010201020102010年の地域別年の地域別年の地域別年の地域別 COCOCOCO2222排出量、及び排出割合（排出量、及び排出割合（排出量、及び排出割合（排出量、及び排出割合（BAUBAUBAUBAUケース）ケース）ケース）ケース）    
    

単位：CO2百万トン 

 1971年 1990年 2010年 1990～2010年 
増加分 

OECD諸国 9,013 (62.8%)(62.8%)(62.8%)(62.8%) 10,353 (49.2%)(49.2%)(49.2%)(49.2%) 13,427 (35.2%)(35.2%)(35.2%)(35.2%) 3,074 (32.0%)(32.0%)(32.0%)(32.0%) 
移行経済国 3,029 (21.1%)(21.1%)(21.1%)(21.1%) 4,426 (21.1%)(21.1%)(21.1%)(21.1%) 3,852 (16.1%)(16.1%)(16.1%)(16.1%) ‐574 ((((‐‐‐‐6.0%)6.0%)6.0%)6.0%) 
付属書Ⅰ国計 12,042(83.9%)(83.9%)(83.9%)(83.9%) 14,779(70.3%(70.3%(70.3%(70.3%) 17,279(56.4%)(56.4%)(56.4%)(56.4%) 2,500(26.0%)(26.0%)(26.0%)(26.0%) 

中国 875  (6.1%)(6.1%)(6.1%)(6.1%) 2,411 (11.5%)(11.5%)(11.5%)(11.5%) 5,322 (17.4%)(17.4%)(17.4%)(17.4%) 2,911 (30.3%)(30.3%)(30.3%)(30.3%) 
その他地域 1,436 (10.0%)(10.0%)(10.0%)(10.0%) 3,833 (18.2%)(18.2%)(18.2%)(18.2%) 8,034 (26.2%)(26.2%)(26.2%)(26.2%) 4,201 (43.7%)(43.7%)(43.7%)(43.7%) 
非付属書国計 2,311(16.1%)(16.1%)(16.1%)(16.1%) 6,244(29.7%)(29.7%)(29.7%)(29.7%) 13,356(43.6%)(43.6%)(43.6%)(43.6%) 7,112(74.0%)(74.0%)(74.0%)(74.0%) 
世界計 14,353(100%)(100%)(100%)(100%) 21,023(100%)(100%)(100%)(100%) 30,635(100%)(100%)(100%)(100%) 9,612(100%)(100%)(100%)(100%) 

注：国際バンカー油を除く 

『World Energy Outlook 1998 Edition』 IEA/OECD 1998より作成 

 
 このように、BAU ケースでは付属書Ⅰ国の CO2排出量は、現在より 26％ほど増加する
事が予測されている。5.2％削減という数字は、付属書Ⅰ国にとって実質的には達成に向け
非常に厳しい目標設定であると言える。この 5.2％という数字は、地球温暖化防止や実現可
能性を考慮すると、妥当な数字であるだろう。 
 また、各国別に差異化された排出目標の根拠となるのが、各国の二酸化炭素削減コスト

の相違である。別表の通り、米国研究機関の試算によると、炭素 1 トンあたりの排出削減
コストは、アメリカ合衆国が 82ドルなのに対し、オーストラリアは 132ドル、日本は 268
ドルにのぼるとある。 
 
 
 
 



 
 
図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐2222．二酸化炭素排出安定化の影響についての米国及び豪州の試算．二酸化炭素排出安定化の影響についての米国及び豪州の試算．二酸化炭素排出安定化の影響についての米国及び豪州の試算．二酸化炭素排出安定化の影響についての米国及び豪州の試算    
 日本 アメリカ 欧州 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 
米国の分析5 
経済デフレ効果（2010年） 
炭素コスト（トン当たり） 

 
‐0.6% 
268ドル 

 
‐0.2% 
82ドル 

 
‐0.7% 
130 ﾄﾞﾙ 

 
‐0.5% 
132ドル 

豪州の分析6 
経済損失（1000 ﾄﾞﾙ/人） 

 
約 11.3 

 
約 1.2 

 
約 0.5 

 
約 6.9 

出所：通商産業省ホームページ『地球温暖化と COP3に関する疑問(Q&A)』より 

 
 このような限界排出削減コストの差は、各国のエネルギー利用効率と大きく関係してい

る。２度にわたるオイル＝ショック以降、日本は省エネルギーを強力に推し進めてきた。

それに伴い、日本のエネルギー消費に対する GDP原単位は、図表Ⅰ－３図表Ⅰ－３図表Ⅰ－３図表Ⅰ－３の通りアメリカを

はじめとする OECD諸国の中でも非常に低い値である。 
 
図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐3333．エネルギー消費の対．エネルギー消費の対．エネルギー消費の対．エネルギー消費の対 GDPGDPGDPGDP原単位推移の各国比較原単位推移の各国比較原単位推移の各国比較原単位推移の各国比較    

単位：エネルギー消費原単位（原油換算ｔ／GDP100万＄） 

 TPES7／GDP  TPES／GDP  TPES／GDP 
アメリカ ３２６．１ カナダ ３６７．６ 日本 １５４．０ 
イギリス ２０７．２ フランス １８９．３ ドイツ １８９．４ 
イタリア １３８．２ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ２７９．１ OECD平均 ２５３．１ 
注：＄＝1990年 US＄基準  出所：『Energy Balances of OECD Countries,1996-1997』 IEA/OECD 1999 

 
 この図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐3333からも、先進国間においてもエネルギー効率には大きなばらつきがある事
が覗える。そうしたことを踏まえ、効率性、さらに公平性の観点からも、排出削減率の差

異化、及び京都メカニズムの導入は評価されるべきである。 
  しかし、一応は議定書上に盛り込まれた、これらの法的拘束力を持つ排出目標、及び京
都メカニズムではあるが、その詳細はまだほとんど決まってはいない。例えば、排出削減

目標は決まっているが、その目標達成不履行時の罰則規定については、まだ決まってはい

                                                   
5 米国の分析の前提 

2010年で 1990年レベル安定化。2010年以降の追加的対策なし。欧州については、ＥＵバブルを前提とせず。日本の経済成長率を低いものとして試算（2000～10年：年

率 1.7％、2010～20年：年率 0.9％）。 
6 豪州の分析の前提 
2010年までに 1990年レベルで安定化。2020年までにさらに 10％削減。 
日本の経済成長率を比較的高めに設定して試算（1995～2020年：年率 2.0％）。 
7 Total Primary Energy Supply（1次エネルギー総供給）の略。図表Ⅰ図表Ⅰ図表Ⅰ図表Ⅰ----3333における単位は原油換算トン。 



ない。加えて、排出権取引・共同実施・CDMといった京都メカニズム、また吸収源（シン
ク8）に関しても、議定書に盛り込まれたものの原則はまだほとんど決まっていないに等し

い。付属書Ⅰ国と、非付属書Ⅰ国間の排出権取引についても、合意には至らなかった。 
 
 さらに、もう一点、合意に至らず議定書に盛り込めなかった点があった。“EVOLUTION”
と呼ばれる非付属書Ⅰ国の排出削減義務追加に関する条項は、自主的な目標設定に関する

規定も含め、最終的には削除され、議定書に盛り込まれることはなかった。これは、ベル

リン・マンデートにおける「議定書交渉は非付属書Ⅰ国に新たな義務を課すものではない」

ことを根拠とした、非付属書Ⅰ国の反対によるものである。従って、京都議定書において

は、アメリカの主張した任意を含む非付属書Ⅰ国への義務追加については、合意しなかっ

た。この途上国問題は、ベルリン・マンデートの拘束から離れる9、COP４以降で再び議論
されことが必要であるが、COP4においてもこの議題は、正式な場では取り上げられる事は
なかった。今後は図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐4444のように、京都議定書が発効し先進国がその排出目標を遵守し
ても、途上国による CO2排出急増から世界全体の排出量は大きく増加が見込まれる。 
 
 図表図表図表図表Ⅰ‐Ⅰ‐Ⅰ‐Ⅰ‐4444．．．．2010201020102010年の地域別年の地域別年の地域別年の地域別 COCOCOCO2222排出量、及び排出割合（京都議定書遵守ケース）排出量、及び排出割合（京都議定書遵守ケース）排出量、及び排出割合（京都議定書遵守ケース）排出量、及び排出割合（京都議定書遵守ケース）    

単位：CO2百万トン 

 1990年 2010年 1990～2010年 
増加分 

1990～2010年 
増減率 

OECD諸国 10,353 (49.2%)(49.2%)(49.2%)(49.2%) 9,644 (35.2%)(35.2%)(35.2%)(35.2%) ‐709 ((((‐‐‐‐11.1%)11.1%)11.1%)11.1%) ‐6.8％ 
移行経済国 4,426 (21.1%)(21.1%)(21.1%)(21.1%) 4,396 (16.1%)(16.1%)(16.1%)(16.1%) ‐30  ((((‐‐‐‐0.5%)0.5%)0.5%)0.5%) ‐0.7％ 
付属書Ⅰ国計 14,779(70.3%(70.3%(70.3%(70.3%) 14,040(51.3%)(51.3%)(51.3%)(51.3%) ‐739((((‐‐‐‐11.6%)11.6%)11.6%)11.6%) ‐5.0％ 

中国 2,411 (11.5%)(11.5%)(11.5%)(11.5%) 5,322 (19.4%)(19.4%)(19.4%)(19.4%) 2,911 (45.7%)(45.7%)(45.7%)(45.7%) +110.7％ 
その他地域 3,833 (18.2%)(18.2%)(18.2%)(18.2%) 8,034 (29.3%)(29.3%)(29.3%)(29.3%) 4,201 (65.9%)(65.9%)(65.9%)(65.9%) +109.6％ 
非付属書国計 6,244(29.7%)(29.7%)(29.7%)(29.7%) 13,356(48.7%)(48.7%)(48.7%)(48.7%) 7,112(116.6%)(116.6%)(116.6%)(116.6%) +113.9％ 
世界計 21,023(100%)(100%)(100%)(100%) 27,396(100%)(100%)(100%)(100%) 6,373(100%)(100%)(100%)(100%) +30.3％ 

注：国際バンカー油を除く 

『World Energy Outlook 1998 Edition』 IEA/OECD 1998より作成 

 

 こうした途上国による CO2の排出急増に対して、京都議定書で規定された CDM だけで
は十分に対応できない可能性が強い。以上の事を考慮すると、今日の地球温暖化問題の原

因は先進国にあるのは明らかであるが、FCCC や京都議定書の究極的な目的である“温室

                                                   
8 京都議定書では、第 3条第 3項において、付属書Ⅰ国が植林等の人為的な活動による森林や土地利用の
変化を、CO2の増減にカウントする事が規定されたが、計算等の具体的な方法は決められていない。 
9 ベルリン・マンデートは、注 1にもあるように COP3での議定書採択を目的としていた。京都議定書が
COP3で採択されたために、その決議に縛られる必要はなくなった。 



効果ガス濃度の安定化”の達成に向けては、途上国の積極的な協力が求められる。そうし

た観点から、近い将来に京都議定書に追加的な何らかの対策が迫られるであろう。この問

題に対する建設的な意見交換が先進国・途上国間でなされる事を期待したい。 
 
  以上述べてきたように、京都議定書は、その枠組み自体には一定の評価ができる。一方
で、“抜け穴”になりかねない多くの課題も残されているのは否めない。今後、求められる

事は、採択された議定書のできるだけ早い発効である。現在、議定書の発効に向けては、

アメリカ議会の批准問題10等、まだまだ予断を許さない状況ではある。しかしながら京都議

定書の枠組みを維持するためにも、COP6に向け京都メカニズムや吸収源、遵守メカニズム
等の原則を確立していくなど、議定書発効に向けて最大限各国が協力していく必要がある

だろう。 
 
    
    
    
3333．京都メカニズムの概要と論点．京都メカニズムの概要と論点．京都メカニズムの概要と論点．京都メカニズムの概要と論点    
    

取引ベースの京都メカニズム 
京都メカニズム 排出権取引 

条項 第 17条 
実施時期 第 1バジェット期間（2008-2012年） 
対象締約国 付属書Ⅰ国 

議定書で決められた事 取引される量は、国内措置による削減量を補完するものである 
今後の検討課題 ・ 補完性の扱い（取引量の上限設定の是非） 

・ 取引対象ガスと不確実性問題 
・ 排出権取引に関する基本的なガイドラインの作成 

 
プロジェクトベースの京都メカニズム 

京都メカニズム 共同実施 クリーン開発メカニズム 
条項 第 6条 第 12条 
実施時期 第 1バジェット期間 第１バジェット期間 

2000年からバンキング可能 
対象締約国 付属書Ⅰ国間 付属書Ⅰ国と非付属書Ⅰ国間 

                                                   
10 アメリカ上院は、Robert C. Byrd上院議員を中心に、COP3を前に途上国を含む全締約国に義務を課さ
ない限りアメリカは。議定書を批准しない事を内容とした決議を行った。. 
http://www.senate.gov/~byrd/ 



クレジット 「排出削減ユニット」 
・ プロジェクト実施による排出削

減量（クレジット）を関係国で分

配 
 

「認証排出削減量」 
・ プロジェクト実施による排出

削減量(クレジット)または利益
を関係国で分配 

・ プロジェクトによるクレジッ

ト発生量は運営機関が認証 
私的主体の参加 

 
・ 国の責任によりクレジットの生 

成・移転・獲得に法的機関を参加

する事ができる    
 

・公的・私的主体とも可能 
・ただし CDMのガイダンスに 
 従う事 

プロジェクト ・ 関係国の同意 
 

・関係国の任意の参加 
・ 排出削減効果の測定が可能で

ある事 
・MOP１で様式・手続きを決定 

議定書で 
決められた事 

・排出削減効果の追加性 
・“吸収源の強化”も含む 

・排出削減効果の追加性 
・ CDM執行委員会により監督 
・ プロジェクト利益の一部を運

営費、及び途上国支援の費用

（適応資金）として利用 
今後の主要な 
検討課題 

・ 資金の追加性の扱い 
（既存の ODAに対する追加性） 
・ クレジット過剰移転による目標

不達成を防止するにはどうすれ

ばよいか 
・ 監督機関の規定がないが、関係国

双方の責任によるのか 
・ 2000 年からのバンキングを認め
るか 

・ モニタリングの在り方 
・ いかなる排出削減ユニットの認

証手続きが必要か 
・ 排出削減ユニットの分配ルール

をどうするか 

・ 資金の追加性の扱い 
・ シンクに関するプロジェクト

を認めるか 
・ 途上国が単独でプロジェクト

を行う事も可能か 
・ 付属書Ⅰ国でのプロジェクト

でも認められるのか 
・ いかなる排出削減量の認証手

続きが必要か 
・ 適応資金の在り方 
・ 排出削減量の分配ルールをど

うするか 
・ 運営機関とはどのようなもの

であるべきか 
・ 途上国にクレジットが帰属す

る場合、クレジットを排出権取

引で売却する事は出来るのか 



・ 執行機関の具体的役割は何か 
・ 商業用プロジェクトを認める

か 
 
 
4444．京都メカニズムの意義．京都メカニズムの意義．京都メカニズムの意義．京都メカニズムの意義    
    
 以上述べてきたように、京都議定書で規定された京都メカニズムには、実施に向けての

課題が山積みされ、詳細については未だ何らの合意を得ていない。それにも関わらず、京

都議定書で決められた各国の削減目標は、これらの京都メカニズムの導入を前提として、

ほとんどの先進国にとって厳しすぎるものとなった。例えば、日本の削減率は、COP3以前
の案では 1990年比 2.5％削減となっていた。しかし、京都会議での交渉の結果、日本の最
終的な削減率は６％となった。内訳は以下の通りである。 
 
 
 
 
図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐5555．日本における京都議定書での排出目標達成のための政府計画案．日本における京都議定書での排出目標達成のための政府計画案．日本における京都議定書での排出目標達成のための政府計画案．日本における京都議定書での排出目標達成のための政府計画案    
自主行動計画やトップランナー方式などの国内対策自主行動計画やトップランナー方式などの国内対策自主行動計画やトップランナー方式などの国内対策自主行動計画やトップランナー方式などの国内対策    

SINKSINKSINKSINK（吸収源）による削減（吸収源）による削減（吸収源）による削減（吸収源）による削減    
代替フロン排出量増加分代替フロン排出量増加分代替フロン排出量増加分代替フロン排出量増加分    

ETETETET・・・・JIJIJIJI・・・・CDMCDMCDMCDMといった京都メカニズムの活用といった京都メカニズムの活用といった京都メカニズムの活用といった京都メカニズムの活用    

－－－－2.52.52.52.5％％％％    
－－－－3.73.73.73.7％％％％    
+ 2.0%+ 2.0%+ 2.0%+ 2.0%    
－－－－1.81.81.81.8％％％％    

合合合合    計計計計    －－－－6666％％％％    
 
 この 6％という数字は、京都メカニズムの導入を前提として設定されたものである。つま
り、京都メカニズムを十分に活用しなければ、まず達成不可能な数字と言えるであろう。 

1996年現在、日本の CO2排出量は 1990年比で 10.9％増加している11。BAUケースの予測
では、2010年には 1990年比で 20％以上の CO2排出量増加が見込まれている12。これに対

して日本政府は、COP3 で提案した 1990 年比‐2.5％までは自主行動計画等の国内対策で
CO2を削減していく方針である。そして、COP3で設定された残りの 5.5％分13に関しては、

SINKや京都メカニズムで対応していく予定である。他方、アメリカやカナダなどでは、1996
年時点において、CO2排出量が 1990年比でもうすでに 10％近く増加している。 

                                                   
11 日本の CO2排出量については、97年度実績値、98年度推計値を章末に APPENDIXとして添付。 
12 地球温暖化問題に関する関係審議会合同会議資料、1997年 11月。 
13 京都議定書においては、対象ガスが 6温室効果ガスとなったために、代替フロンの使用量が増加してい
る日本にとっては実質 2％削減目標が厳しいものとなった。 



 
図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐6666．．．．1996199619961996年における主要国別年における主要国別年における主要国別年における主要国別 COCOCOCO2222排出量排出量排出量排出量    

単位：CO2百万トン 

 1990年 1996年 96年／90年 排出目標 
アメリカ合衆国 4,873.4 5,324.5 9.3% －７％ 

カナダ 428.7 469.6 9.5% －6% 
ドイツ 981.4 904.7 －7.8% －21% 
イギリス 585.3 582.8 －0.4% －12.5% 
フランス 378.3 384.3 1.6% 0% 

オーストラリア 263.0 303.0 15.2% 8% 
日本 1,061.8 1,177.7 10.9% －6% 

付属書Ⅱ国 10,082.8 10,821.9 7.3%  
ポーランド 349.1 365.5 4.7% －6% 
移行経済国 3919.6 2800.8 －28.5%  
付属書Ⅰ国 14002.3 13622.7 －2.7% －5.2% 

注）国際バンカー油を除く 

『CO2 Emissions from Fuel Combustion (1998ed)』 IEA/OECD 1998より作成 
 
 図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐図表Ⅰ‐6666のように、エネルギーと経済の観点で昨今の情勢を判断すると、京都議定書の
排出目標は非常に達成に向け困難な数字と言えるであろう。特にアメリカやカナダなどに

おいては、国内対策が十分に進展していない事を考慮すると、京都メカニズムを利用する

ことなしで、議定書の目標を遵守する可能性は極めて低いだろう。確かに、京都議定書に

おける補完性の規定を考慮すれば、付属書Ⅰ国は国内対策により自国の目標を達成するべ

きである。しかしながら、現実的には国内対策だけでは目標達成は不可能な状況になりつ

つある。これらの付属書Ⅰ諸国は、国内における温室効果ガス排出削減努力を、早急に進

めていく必要がある。その上で、さらに京都メカニズムも最大限活用する事で、何として

も京都議定書で課せられた自国の目標を遵守していく必要があるだろう。 
 もしこのような国々において、国内における排出削減対策が遅れ、また、京都メカニズ

ムも十分に活用できない状況になれば、議定書の排出目標を遵守できなくなる可能性が強

まる。議定書非遵守国が多数出るような事になると、京都議定書の枠組み自体が崩壊する

危険性がある。また、このように京都メカニズムの原則が確立されない状況であると、一

部諸国は議定書を批准しない可能性が強い。そうした最悪のシナリオを回避するためには、

付属書Ⅰ国が、国内対策と京都メカニズムによる最も効果的な温室効果ガス排出削減に向

けた政策パッケージを進めていけるように、京都メカニズムの原則を早急に確立すべきで

ある。 
 



 以上の事を考えると、京都議定書の枠組みを維持していくためにも、しっかりとした京

都メカニズムの原則を、早急に確立する必要があるだろう。その際には、COP4で取り決め
られた「ブエノスアイレス行動計画14」に基づき、CDMを最優先させて交渉を進めて行く
べきである。Ⅱ章以降では、特にＣＤＭについて、その実施に向けての課題を論じ、日中

間において具体的にどのようなプロジェクトが実施可能かを考察していく。 
   
 
 
 
[ [ [ [ 参考文献参考文献参考文献参考文献 ] ] ] ]        
『World Energy Outlook 1998 Edition』 IEA/OECD 1998 
『CO2 Emissions from Fuel Combustion (1998ed)』 IEA/OECD 1998 
『Energy Balances of OECD Countries,1996-1997』 IEA/OECD 1999 
『京都議定書と私対たちの挑戦』 環境庁編大蔵省印刷局発行 1998年 
通商産業省ホームページ『地球温暖化と COP3に関する疑問(Q&A)』 1997年 
http://www.miti.go.jp/topic-j/e979241j.html 

    

Ⅱ．日本の現状Ⅱ．日本の現状Ⅱ．日本の現状Ⅱ．日本の現状    
文責：小林 亜子    

    
 前章で述べられているように、日本は COP3京都議定書において 2008 年から 2012年の
期間に、温室効果ガス排出量を 1990年レベルに対して 6％削減する義務を負うことになっ
た。しかし前述の通り、日本の CO２排出量は 1990年以降 1996年までの間に 10.９％15増

加しており、このままでは 2010年の排出量は 1990年と対比して 20％程度増加すると見込
まれている16。この為日本は、温室効果ガス排出量削減の国内対策をとっており、中でも政

府によって策定された地球温暖化対策推進大網や、産業界が自主的に取り組んだ経団連の

自主行動計画などによる対策が挙げられ、実績も出されているが、温室効果ガス排出削減

目標達成の為には更なる努力が必要とされている。また、日本が抱える大きな問題として、

日本のエネルギー効率が既に最高水準に達している事に起因した限界削減費用の高さも挙

                                                   
14 1998年に開催された COP4において、FCCCの履行強化、京都議定書の実行化を推進するために採択
された行動計画。①資金メカニズム、②技術開発及び移転、③条約４条８項・９項の実施（気候変動によ
る悪影響及び対応策による影響への対処）、④共同実施活動（AIJ）、⑤メカニズム、⑥京都議定書締約国会
議への準備、の６分野において採択した。そのうち、特にメカニズムについては、COP6において原則・
手続き・指針等につき最終決定を行うことを目的とした作業計画を決定した。 
15 『CO2 Emissions from Fuel Combustion (1998ed)』 IEA/OECD 1998 
16 一章 脚注 12参照 

http://www.miti.go.jp/topic-j/e979241j.html


げられる。これらの事は日本の国内対策における温暖化対策の厳しさを表している。 
 
1. 1. 1. 1. 日本の国内対策日本の国内対策日本の国内対策日本の国内対策    
  まず、 削減目標が定められた事によって政府が打ち出した地球温暖化対策推進大網に
おいては、 
１．６％削減目標の達成に向けた方針 
２．地球温暖化対策の総合的推進 
３．エネルギー需給両面の対策を中心とした CO２排出削減対策の推進 
４．その他の温室効果ガスの排出抑制対策の推進 
５．植林等の CO２吸収源対策の推進 
６．革新的な環境・エネルギー技術の研究開発の強化 
７．地球観測体制等の強化 
８．国際協力の推進 
９．ライフスタイルの見直し 
などを基本として、地球温暖化対策に講ずるもの、としている。 
中でも業界においての省エネ基準の強化による CO２排出削減対策などが重要な点として挙
げられる。例えば自動車の燃費については省エネルギー基準をトップランナー方式に基づ

いて強化し、2010年度までに 1995年度比 15%乃至 20%超の向上を目指す事、としており、
その他家電・ＯＡ機器、住宅・建築物、鉄道、船舶、航空機などについても省エネの目標

数値をたてている。また産業部門のみならず民生・運輸部門においても、インフラ整備等

による CO２排出抑制型社会の形成、ライフスタイルの変革、そして新たな省エネ型技術の
開発・普及、などによって地球温暖化対策を強力に推進する事が求められている。これら

の方針に加え、実際に目標数値をうちだし、実績をあげているものとして経団連自主行動

計画が挙げられる。 
 
2.  2.  2.  2.  経団連自主行動計画と経団連自主行動計画と経団連自主行動計画と経団連自主行動計画とその実績その実績その実績その実績    
経団連自主行動計画とは 1996 年 7 月に発表されたものであり、温暖化対策については、
2010年に産業界およびエネルギー転換部門からの CO2排出量を 1990年レベル以下に抑え
るよう努力する17、との目標を掲げた。特徴として各産業が強制されることなく、自らの判

断で行った自主的取り組みである事、参加業種が多様である事、目標数値が設定されてい

る事、などが挙げられる。41 業種・142 団体という全産業レベルにおいて 2010 年を目標
として省エネルギー・CO２排出削減の為に環境対策を着実に実施していく為の継続的な仕
組みであり、多くの産業が具体的な目標数値18を設定し、2010 年を目標年として、製品当

                                                   
17 経団連自主行動計画 Policy Statementより。http://www.keidanren.or.jp/ 
18 製品当たりのエネルギー原単位あるいは CO2原単位の改善を掲げているのが１８業種、エネルギーある
いは CO2の総量の削減を掲げたのが１４業種、サービス･製品の使用段階での省エネ化を掲げているもの



たりのエネルギー原単位あるいは CO2原単位の改善、エネルギーあるいは CO2の総量の削

減、サービス･製品の使用段階での省エネ化にむけて対策を行っている。更にその進歩状況

と成果を毎年フォローアップする事によって、自主的に最大限の努力を行うというもので

ある。行動計画に参加した産業部門・エネルギー転換部門の CO２排出量19の日本全体の CO

２総排出量に占める割合は約 42％と推計される。また日本の産業・エネルギー転換部門全体
に対しては約 76％を占めると推計20されるため、目標が達成されたのならば日本全体とし

て大きな成果が出される事が予測できる。既に幾つかの産業においては、1997年の CO2排

出原単位が 1990年よりも減少しているという実績がみられる。 
 
図表Ⅱ図表Ⅱ図表Ⅱ図表Ⅱ----1  1  1  1  業種別業種別業種別業種別 COCOCOCO2222原単位指数原単位指数原単位指数原単位指数            実績と見通し実績と見通し実績と見通し実績と見通し    

 

 1990 1997 201021 
電気事業連合会 １ 0.87 0.78 
日本産業機械工業会 １ 0.92 0.88 
定期航空協会 １ 0.89 0.90 

出典：第一回経団連環境自主行動計画フォローアップ  http://www.keidanren.or.jp/ 

 

    図表Ⅱ図表Ⅱ図表Ⅱ図表Ⅱ----1111 からわかる通り、1990 年の CO2原単位を１とすると、電気事業連盟の 1997 年 
CO2原単位指数は 0.87、日本産業機械工業会は 0.92、定期航空協会は 0.89、と CO2原単位

を減少させているのがわかる。これは各産業におけるエネルギー効率改善の努力などによ

る省エネ効果の結果であると考えられる。また、業種によっては排出量減少に成功してい

る例もある。 
 
図表Ⅱ図表Ⅱ図表Ⅱ図表Ⅱ----2  2  2  2  業種別業種別業種別業種別 COCOCOCO2222排出量排出量排出量排出量            実績と見通し実績と見通し実績と見通し実績と見通し    

単位：百万 t-CO２ 

 1990 1997 2010 
日本自動車工業会 7.7 7.1 6.9 
板硝子協会 1.8 1.7 1.6 
日本ガス協会 1.1 0.9 0.7 

出典：第一回経団連環境自主行動計画フォローアップ  http://www.keidanren.or.jp/ 
 

これらの業界の中でも自動車業界は、1970年代世界ではじめて排ガスを大幅に低減する装

                                                                                                                                                     
が８業種ある。 
19 1990年度 経団連調べ。 
20 1990年度 経団連調べ。 
21 2010年は見通し、目標値 

http://www.keidanren.or.jp/


置を石油危機下において開発し、世界一厳しい排ガス基準であるマスキー基準をクリアし

た実績を持っており、現在においても更なる高効率エンジン、クリーンエネルギー車の開

発、そして自動車燃費の向上に努めている。このように、現在 個々の業界が定めた目標に
向けて対策を行っており、産業界の自主的取り組みは着実に進んでいるといえる。これは、

過去二回の石油ショックにおける経験などから危機を回避する為には先に自主的に対策を

はじめるべきである、という教訓がある為と考えられる。 
以上のように、多くの産業において目標とした指標について、削減努力の効果がみられる

が、1997年度における参加業種全体の CO２排出量は４億８７００万ｔ-CO２であり、1990
年度排出量４億７３００万 t-CO２と比べると 3.0％の増加という結果が出ている。これは個
別企業の省エネなどの努力により原単位の削減は成功しているにもかかわらず、生産量自

体が増えてしまった為の増加である、と考えられる。ここからもわかるように排出総量は

生産量の増減により大きく影響を受ける為に、個別業界の努力だけではコントロールが難

しい為、削減結果を早くもとめるのは困難であると考えられる。更に産業界の他に、残り

の CO２排出量の約半分を占める民生、運輸においてはこれから需要の伸びによる排出量の
伸びが予測される為、こちら側にも更なる努力が必要とされる。よって現在のところ国内

対策における個々の産業の努力には目覚しいものがみられるが、国全体としては更なる努

力が求められる。そしてこの事はエネルギー効率が既に世界最高水準に達している日本に

とって難しい課題となっている。 
 
3333－１－１－１－１.  .  .  .  日本の温室効果ガス限界削減費用日本の温室効果ガス限界削減費用日本の温室効果ガス限界削減費用日本の温室効果ガス限界削減費用    
    以上述べてきたとおり、日本国内における温室効果ガス（ここでは主に CO２）削減対策は
着実にたてられており、努力がみられるが、日本が抱える更なる問題として、日本におけ

る温室効果ガスの限界削減費用の高さがある。京都議定書において、日本の温室効果ガス

排出量は 2008 年から 2012 年の間に 1990 年レベルに対して、6％削減することが義務づけ

られたが、これは削減率が課せられた他国の数値 アメリカ７％、ＥＵ８％、カナダ６％等

と比較しても22、日本が格段厳しい削減率を課せられた、というわけではない。しかし、削

減の為にかかるコスト、つまり限界削減費用を比較すると、一章において既述の通り日本

は 268、アメリカ 82、EU130、豪州 132（US＄/t）23と日本は最も削減費用が高い国となって

おり、いかに日本が厳しい状況におかれているかがわかる。 

 日本の限界削減費用が高い原因として、これまで日本は 1970 年代に二度の石油ショック
を経験している事、また公害対策時に技術革新を図った事などが考えられる。 
 
    
３－２．３－２．３－２．３－２．        限界削減費用高額の背景限界削減費用高額の背景限界削減費用高額の背景限界削減費用高額の背景    
                                                   
22 前章 図表Ⅰ図表Ⅰ図表Ⅰ図表Ⅰ----6666参照 
23 前章 図表Ⅰ図表Ⅰ図表Ⅰ図表Ⅰ----2222参照 



我が国は一次エネルギーの輸入依存度が 80％を超え、国内資源は極めて厳しく、依然とし

てエネルギー供給基盤の基本的な脆弱性は改善されていない。事実この数字は先進各国と

比較しても際立って高くなっている（アメリカ 21％、ドイツ 58％フランス 49％）24。エネ

ルギーは経済・社会活動の根底を支える「基礎資源」であり、エネルギー源をどのように

確保するかはその国の経済発展とも密接に関連している為重要なものである。この為、日

本はエネルギーをめぐる国際的な動向や国内の需給動向等の変化を正確にとらえ、その

時々の局面におけるエネルギー政策のあり方について考えなければならない。日本のこの

様なエネルギー事情が浮き彫りとなったのは 1973 年に OPEC による石油の大幅値上げの発

表によって起きた第一次石油ショックの際である。第一次および第二次オイルショック以

降の石油価格の大幅な引き上げは、全エネルギーの約 8 割を輸入石油に依存してきた日本

に大きな影響をもたらした。日本はエネルギー不足に対応する為に石油危機以降エネルギ

ーの GNP 原単位を低下させると共に（図表Ⅱ-3）産業界においては、1970 年代後半から 1980

年代前半にかけてエネルギー価格高騰と供給不安を反映して、エネルギー多消費型から省

エネ型への産業構造の転換をはかった。 

 

    
図表Ⅱ-3 日本におけるエネルギー消費（日本におけるエネルギー消費（日本におけるエネルギー消費（日本におけるエネルギー消費（1111 次エネルギー総供給）の対次エネルギー総供給）の対次エネルギー総供給）の対次エネルギー総供給）の対 GDPGDPGDPGDP 原単原単原単原単
位の推移位の推移位の推移位の推移     （（（（1973197319731973～～～～1996199619961996））））    単位：単位：単位：単位：kl/kl/kl/kl/億円億円億円億円    

（ ）内は 1973年度を 100とした場合の指数 

73年度 74 75 76 77 78 79 80 
180.7180.7180.7180.7    
（（（（100100100100））））    

181.2181.2181.2181.2    
(100.3)(100.3)(100.3)(100.3)    

165.9165.9165.9165.9    
（（（（91.891.891.891.8））））    

169.1169.1169.1169.1    
（（（（93.693.693.693.6））））    

161.8161.8161.8161.8    
（（（（89.589.589.589.5））））    

153.1153.1153.1153.1    
（（（（84.784.784.784.7））））    

154.9154.9154.9154.9    
（（（（85.785.785.785.7））））    

145.9145.9145.9145.9    
（（（（80.780.780.780.7））））    

81年度 82 83 84 85 86 87 88 
137.0137.0137.0137.0    
（（（（75.875.875.875.8））））    

126.7126.7126.7126.7    
（（（（70.170.170.170.1））））    

130.1130.1130.1130.1    
（（（（72.072.072.072.0））））    

131.3131.3131.3131.3    
（（（（72.772.772.772.7））））    

126.8126.8126.8126.8    
（（（（70.270.270.270.2））））    

122.0122.0122.0122.0    
（（（（67.567.567.567.5））））    

122.3122.3122.3122.3    
（（（（67.767.767.767.7））））    

121.7121.7121.7121.7    
（（（（67.467.467.467.4））））    

89年度 90 91 92 93 94 95 96 
120.8120.8120.8120.8    
（（（（66.966.966.966.9））））    

120.6120.6120.6120.6    
（（（（66.766.766.766.7））））    

118.2118.2118.2118.2    
（（（（65.465.465.465.4））））    

120.1120.1120.1120.1    
（（（（66.566.566.566.5））））    

121.0121.0121.0121.0    
（（（（67.067.067.067.0））））    

126.7126.7126.7126.7    
（（（（70.170.170.170.1））））    

125.5125.5125.5125.5    
（（（（69.569.569.569.5））））    

123.4123.4123.4123.4    
（（（（68.368.368.368.3））））    

                                            出所：総合エネルギー統計、国民経済計算年報 

 

 その一例として、日本の製造業の中でエネルギー消費量の約半分を占め、省エネの技術革
新の目覚しい鉄鋼業界の例があげられる。 

                                                   
24 『Energy Balances of OECD Countries,1996-1997』 IEA/OECD 1999  因みに OECD加盟国平均の

石油輸入依存度は 25％である。 
 



 エネルギーを大量に使用するという性格上、鉄鋼業においては 1973 年の石油ショックを
契機として省エネルギーの推進が行われ、企業内では旧熱管理法に基づく熱管理士を主体

とした熱管理･熱技術の技術者集団が組織され、省エネの推進に当たって技術的基盤となっ

た。また操業技術の改善、行程の省略、連続化、廃熱の回収利用、省エネルギーの目標設

定などを行い、製鉄所全体の省エネルギーを推進したのである。このような個々の産業に

よる努力は、結果的に鉄鋼業界において 1973年から 1995年の間に合計約 14％25のエネル

ギー消費量を減少させる事となった。また、省エネルギーの推進はエネルギーコストの削

減や生産性・品質の向上を果たすと同時に、低効率エネルギー使用による大気汚染物質排

出の削減にも大きく寄与することになったといえる。 
 また、公害対策においても大幅な技術革新による省エネ対策がとられた。日本では 1970
から 1980 年代にかけて大気汚染対策の取り組みが行われ、1970 年代、戦後の経済復興・
発展の過程で生じた公害を克服する為に厳しい環境基準を設定した。産業界はこれに対応

する為、公害防止の為に莫大な投資を行い、公害対策技術への研究開発投資は排煙脱硫装

置などの分野での対策技術のコストを低下させるなど、技術革新を促し、製品の品質向上、

コストの削減にもつながった。また、大気汚染対策として実施されたボイラーの燃焼管理

の改善は、省エネルギーにも寄与し、結果として温室効果ガスである CO２排出量削減に貢
献する、など公害対策としての技術革新が省エネ対策になった例が多く見られる。 
このような過程で日本はすでに技術革新による省エネの実績をあげている為、現在の日本

のエネルギー効率は世界最高水準となっている。この為、結果的に日本の限界削減費用が

高くなっているのである。 
 
4  4  4  4  京都メ京都メ京都メ京都メカニズムの利用必要性カニズムの利用必要性カニズムの利用必要性カニズムの利用必要性    
このように日本は、歴史的背景におけるこれまでの自主努力によって日本のエネルギー

効率を既に世界最高水準に到達させているにもかかわらず、国内対策においても地球温暖

化対策の為の最大限の努力をしているといえる。また、アメリカなどは温室効果ガス削減

の対策を排出権取引などの国外対策に多く頼ろうとしているのに対し、日本は前章 図表Ⅰ図表Ⅰ図表Ⅰ図表Ⅰ

----5555 の通り、政府によって計画された排出目標達成の為の内訳によると、京都メカニズムの
利用による国外対策は 1.8％とされており、前述の通り 2010 年の排出量が 1990 年と対比
して 20％増加すると考えると、全体で 26％の削減が必要となり国外対策は 26％のうちの
1.８％、つまり全体の削減量の中でも約７％しか占めず、国内対策によって９割近くの削減
の計画をたてている事になる。 
更に日本における温室効果ガスの限界削減費用は前述の通り、他諸外国に比べても高くな

っており 国内対策における現状の問題点などを考慮しても、国内政策のみで削減を達成す
るのは困難であると思われる。これらの事をふまえると、日本が 2008年から 2012年まで

                                                   
25 総合エネルギー統計より  省エネセンター HP http://www.eccj.or.jp/ 



の期間に、温室効果ガス排出量の６％削減を遵守する為には、国内対策の他に京都議定書

で導入された京都メカニズムなどの国際的な枠組みの活用が必要とされるのがわかる。京

都メカニズムとよばれる柔軟性メカニズムは先進国の抜け穴である、との途上国の批判か

ら“柔軟性メカニズムは国内政策に補完的であるべき”という条件がだされているが、日

本における国内対策と取り組みの姿勢、柔軟性メカニズムの利用割合は、この条件を満た

していると考えられる。 
 
[[[[参考文献参考文献参考文献参考文献]]]]    
・経団連ＨＰ （http://www.keidanren.or.jp  http://necsv01.keidanren.or.jp/） 
・資源エネルギー庁ＨＰ http://www2.enecho.go.jp/ 
・環境庁 EICネット(http://www.eic.or.jp/) 
・省エネセンター(http://www.eccj.or.jp/) 
・『CO2 Emissions from Fuel Combustion (1998ed)』 IEA/OECD 1998 
・『Energy Balances of OECD Countries,1996-1997』 IEA/OECD 1999 
・『World Energy Outlook 1998 Edition』 IEA/OECD 1998 
・『エネルギー業界』 東京電力企画部・日本ガス協会著 教育者新書 1987 
・『自動車業界』  白石照雄 著  教育者新書 1987 
・『日本の大気汚染経験－持続可能な開発への挑戦－』 日本の大気汚染経験検討委員会 
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ⅢⅢⅢⅢ    日中間における日中間における日中間における日中間における CDMCDMCDMCDM    
文責   小林 亜子 

 
１１１１        今後の今後の今後の今後の COCOCOCO２２２２排出量見通し排出量見通し排出量見通し排出量見通し    
  
 現在世界全体の CO２排出量 約 22,000Mt（CO2換算）26の内、先進国(附属書Ⅰ国)の排出
が約 6割27を占めるが、IEAの見通しによると 2010年には途上国による CO２排出量が急増
し、その排出量は OECD 諸国を抜くことが見込まれている。産業革命以降の OECD 諸国
による CO２排出の増加が今日の温室効果ガス濃度の上昇を招いたのは事実であり、これを
背景として温暖化の主因が本来先進国にあるとして、京都議定書において先進国のみに温

                                                   
26 約 60億ｔ炭素換算 
27 『CO2 Emissions from Fuel Combustion (1998ed)』 IEA/OECD 1998 

http://www.keidanren.or.jp/
http://necsv01.keidanren.or.jp/
http://www2.enecho.go.jp/
http://www.eic.or.jp/
http://www.eccj.or.jp/


室効果ガス削減の数量目標が義務づけられたのである。しかし途上国の CO２排出量が着実
に急増している現状において、温暖化防止に取り組む為には、今後先進国だけの努力では

不十分となり、途上国の早急な協力が必要とされる。しかし途上国側としては、現在目指

している持続可能な発展の為にはエネルギー使用が避けられず、それは必然的に温室効果

ガス排出量の増加を伴うものである為、温室効果ガスを抑制しようとする動きは経済成長

を妨げるという懸念を持っている。その為、途上国における自主的な温暖化対策を望むの

は困難である。よってこれからは、いかに巨大な CO２排出国となる途上国を温暖化対策に
組み込んでいくか、が課題となる。 
 
２．２．２．２．    中国の現状中国の現状中国の現状中国の現状    
    
途上国における CO２排出割合が増加する中、1996 年における途上国の CO２排出量は世

界の 38％を占め、この中の 64％がアジアと中国によるものである事28から途上国の中でも

注目すべき国としてアジア・中国が挙げられる。現在世界全体の CO２排出量において中国
はアメリカ、EUに次いで 14.2％を占め29、その割合は世界第三位、国別では第二位となっ

ており、年々増加している。更に 1996年までの６年間で中国の CO２排出量は 33％増加し
ており（図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----１１１１）、これは他国の増加率と比べても際立ったものとなっている。 
 
 
 
図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----1111            1990199019901990----1996 1996 1996 1996 における各国における各国における各国における各国 COCOCOCO2222総排出量の増加総排出量の増加総排出量の増加総排出量の増加    

      単位: 百万 t－CO2    

 1990 1996 90-96増加率 
世界 21252.1 22741.7 7.0% 
OECD 諸国  11178.9 12117.1 8.4% 
非 OECD 諸国 9697.5 10210.0 5.3% 
アフリカ 613.08 691.48 12.8% 
中国 2398.65 3179.76 32.6% 

『CO2 Emissions from Fuel Combustion (1998ed)』 IEA/OECD 1998 

 
更に BAUケースにおいては前章 図Ⅰ－図Ⅰ－図Ⅰ－図Ⅰ－1111が示す様に 1990年から 2010年の 20年間にお
ける世界の CO２排出量増加分の約 3割を中国の排出量増加分が占める事となり、その排出

                                                   
28 『CO2 Emissions from Fuel Combustion (1998ed)』 IEA/OECD 1998より。 
29 1996年統計で世界合計ＣＯ2排出量 22327.1(百万トン)うち中国 3179.8(百万トン)一位はアメリカの
23.8％ 『CO2 Emissions from Fuel Combustion (1998ed)』 IEA/OECD 1998 より 



量は倍以上に増加する事が見込まれる30。 
 以上の事柄をふまえると、中国の CO２排出が地球温暖化に与える影響は年々増している、
という事実は否めず、中国が温暖化対策に参加することは世界全体にとって重要な事とな

る。しかし他の途上国と同様、現在の中国においては、地球的規模の温暖化対策の重要性

は認識しつつも、直近の国内における公害問題、経済成長の方が重要な課題である為、経

済成長を先送りにしてでも温暖化対策に打ち込むべきである、というのは公平性の面から

いっても妥当でない。そこで今後急激な CO２排出増加が見込まれる中国の現状を把握し、
中国にとって持続可能な経済発展にもつながり、自国の問題をも解決するような温暖化対

策の適用をこれより考察していく。 
 
    ３．３．３．３．    エネルギー利用からみた中国のエネルギー利用からみた中国のエネルギー利用からみた中国のエネルギー利用からみた中国の COCOCOCO２２２２排出量排出量排出量排出量    
 中国の CO2 排出量が世界の排出量に占める割合は、アメリカ、EU に次いで 14.2％で世
界第三位、国別では第二位となっており、更なる CO２排出量の増加が見込まれているのは
前述の通りである。 
中国における CO２排出量が多い背景として、エネルギー利用の問題が考えられる。なぜな
らば、エネルギー利用は日常生活や経済活動の基盤である為、経済成長の為の生産段階に

おいて、エネルギーの利用は必要不可欠であり、その過程において温室効果ガス、中でも

CO２が排出されるのは避けられないからである。特に途上国においては化石燃料への依存
度が高い為、エネルギー利用と CO２の関係は切り離しては考えられない。更に中国はエネ
ルギー大量消費国であり31、CO２排出量がこれに比例して多くなっているのも理解できる。
よってここでは中国のエネルギー利用の問題であるエネルギー効率の問題を考慮する事に

より、CO２排出削減の潜在力をみる事とする。 
図表ⅢⅢⅢⅢ----2222によると、中国の GDPあたりの CO２排出量は非常に高く、日本の約 12倍となっ
ている。 
 
図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----2  2  2  2  世界の世界の世界の世界の GDPGDPGDPGDP当たり当たり当たり当たり COCOCOCO２２２２排出量割合排出量割合排出量割合排出量割合    
                    GDP当たり排出量…CO２ｷﾛｸﾞﾗﾑ／US$1990年交換レート                   

 1996年 GDPあたり排出量 
アメリカ合衆国 5324.5 0.84 
フランス 384.3 0.30 
ドイツ 904.7 0.50 

オーストラリア 303.0 0.86 

                                                   
30 京都議定書を前提としない場合。前提とした予測は図表Ⅰ-4であり、中国の増加分は 45.7％を占める
事になっている。 
31『World Energy Outlook 1998 Edition』 IEA/OECD 1998 p275 



日本 1177.7 0.36 
アフリカ諸国 691.5 1.38 
中東諸国 882.3 1.73 
アジア 2357.6 1.40 
インド 863.2 2.10 
中国 3179.8 4.51 

                     出所：『CO2 Emissions from Fuel Combustion (1998ed)』 IEA/OECD 1998 

    
これは同じ経済発展状態を生み出すために要する CO２排出量を表すので、値の小さい国ほど

国内のエネルギー効率が良いといえる。つまりこれは中国のエネルギー効率は改善の余地

が十分にあることを表わすと同時にこれを改善することにより CO２排出量を削減できる、と

いう事を意味している。 

 

４．４．４．４．    中国の中国の中国の中国の COCOCOCO２２２２排出削減潜在力排出削減潜在力排出削減潜在力排出削減潜在力    
中国におけるエネルギー消費の対 GDP 原単位推移からわかる様に、中国は確かに過去 15
年間における省エネに大きな成果を収めており、それは評価するに値されるものである。 
 
図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----3  3  3  3  中国におけるエネルギー消費の対中国におけるエネルギー消費の対中国におけるエネルギー消費の対中国におけるエネルギー消費の対 GDPGDPGDPGDP原単位推移原単位推移原単位推移原単位推移    

単位:原油換算トン/百万 US$ 

年 1980 1985 1990 1995 1996 
エネルギー/GDP 3989 2916 2414 1670 1574 
出所『Energy Statistics and Balances of Non-OECD Countries,1995-1996』 IEA/OECD 1998  p.317 

 

しかしながら図表ⅢⅢⅢⅢ----4444 の通り、1996 年の中国の GDP 消費原単位(一次エネルギー)は世界
の平均の約４倍、さらに日本と比べて約 10倍以上となっており、エネルギー利用効率は依
然として低く、外国と比較した格差は大きい。 
 
 
 
図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----4   4   4   4   各国におけるエネルギー消費の対各国におけるエネルギー消費の対各国におけるエネルギー消費の対各国におけるエネルギー消費の対 GDPGDPGDPGDP原単位原単位原単位原単位 

単位:原油換算トン/百万 US$ 
 1990 1993 1996 

世界 403 401 391 
OECD諸国 260 262 259 
アメリカ 347 349 336 



日本 148 148 154 
中国 2,414 1,874 1,574 
アジア 737 721 682 
アフリカ 887 905 889 

出所:『Energy Balances of OECD Countries,1996-1997』 IEA/OECD 1999. PⅡ317. 

『Energy Statistics and Balances of Non-OECD Countries,1995-1996』 IEA/OECD 1998PⅡ391,393. 

. 

また中国におけるエネルギー源別 CO２排出においては 83％が石炭から32の排出となってお

り、極端に石炭に偏重したエネルギー利用を改善すること、石炭以外の燃料に燃料転換を

進めていく事も中国における CO２排出削減の手段である。この様に中国においては CO２排
出量削減潜在力が非常に高くなっているのである。 
 
５．５．５．５．        エネルギー効率改善が中国にもたらすものエネルギー効率改善が中国にもたらすものエネルギー効率改善が中国にもたらすものエネルギー効率改善が中国にもたらすもの    
中国は一般的に資源の豊富な国である、とされているが、確認済みの一人当たり一次エネ

ルギー供給は世界平均に比べて低くなっており、今後中国の社会・経済の持続発展を実現

する為には省エネ、高効率のエネルギー経済体制を確立することが必要とされる。 
図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----5  5  5  5  中国における一人当たりエネルギー供給量中国における一人当たりエネルギー供給量中国における一人当たりエネルギー供給量中国における一人当たりエネルギー供給量    

単位：一人当たり原油換算 t 

 1990 1993 1996 
世界 1.668 1.636 1.660 
OECD諸国 4.316 4.389 4.596 
非 OECD諸国 0.982 0.941 0.940 
日本 3.5519 3.6959 4.0548 
中国 0.754 0.806 0.902 
アジア 0.488 0.522 0.567 

出所:『Energy Balances of OECD Countries,1996-1997』 IEA/OECD 1999. PⅡ317. 

『Energy Statistics and Balances of Non-OECD Countries,1995-1996』 IEA/OECD 1998PⅡ391,393. 

 

その為にはⅡ章における日本の経験からわかるように、エネルギー多消費型の業種および

企業においても省エネを通じて製品の生産コストの低減をはかり企業の経済効果を高めて

いくことが重要な課題となる。またエネルギーの低効率利用は中国環境汚染をもたらす大

きな原因である為、エネルギー利用効率を高め、省エネに努める事は環境汚染を防止し、

抑制する効果もある。中国におけるエネルギー効率の改善は、中国にとって経済・環境の

                                                   
32 1996年におけるCO2排出量3179.76(百万トン)のうち石炭起源のものが2632.19（百万トン）である為。
『World Energy Outlook 1998 Edition』 



両立を助けるものとなりうるのである。 
 以上のようにエネルギー効率の改善は、中国の経済、環境の改善にも大きく貢献すると考
えられる。そしてこの事はエネルギー使用起源による CO２排出を抑制する為、中国は自国
の問題を改善しつつ、温暖化対策にも貢献することができるのである。 
 

６．６．６．６．    CDMCDMCDMCDMの利用の利用の利用の利用    
温暖化による影響として、中国では経済の発展した地域である沿海部への被害が考えられ

る為、温暖化対策に参加する事は自国の経済にとっても必要な事である。しかし自国の努

力のみで対策を行う事は日本の例をからもわかる様、容易な事ではない。 
中国が間接的に温暖化対策に貢献しつつ自国の利益の追求をできる１つの例として、エネ

ルギー効率の改善を挙げたが、これは中国一国の努力でなく、資金と優れた技術を持ちあ

わせたパートナーと行う事によってより効果的なものとなる。そこで考えられるのが、京

都メカニズムの利用である。その中でも中国が参加できるものとして先進国と途上国の間

で行われる CDMが挙げられ、中国の相手として考えられるのが、日本である。 
Ⅱ章でも述べられた通り日本は京都メカニズムの使用を必要としており、日本が今柔軟性

メカニズムを必要としていることはⅠ章で述べた通りである。そして中国は前述された通

りエネルギー効率の改善を必要としている。これにおいてはⅡ章で述べたとおり世界的に

もエネルギー効率の技術が発達している日本が技術的に支援することは中国にとって大き

な助けとなるはずである。 
途上国における CDMの条件として、“経済成長を阻むことのない…”という条件がある。
アジア通貨危機以来中国の人民元は切り下げをしない、とされてはいるものの、切り下げ

の不安から中国に対する直接投資は減少してしてきている（次章参照）。これを解消するた

めにも、CDM導入は外資を呼び込むことが出来る為必要となり、経済成長を阻むというよ
りも促進させることになるのではないだろうか。またエネルギー効率改善は中国が安定し

た経済成長を続けていく為に必要な、安定したエネルギー供給、公害対策にも役立つので

ある。 
これらを考えると、この二国が協力することは温暖化対策という世界全体の為の目標を達

成しつつも、日本は京都議定書で課せられた削減義務を全うする事、中国は自国の経済、

公害問題、エネルギー問題を解決しつつ、温暖化対策をとれる事となり、お互いが自国の

利益をあげられるのである。 
日本との柔軟性メカニズム、つまりこの二国間における柔軟性メカニズムである CDMを導
入する事は中国にとってメリットとなってもデメリットとなるものではないと考えられる。 
また、アメリカなどが排出権取引を無制限にしたい、などと国内対策よりも柔軟性メカニ

ズムを重視しているのに対して、日本は国内において対策をたて、努力している上で補完

的にこれを利用しようとしている事からも（前章参照）、中国が柔軟性メカニズムに対して

主張している“CDM は先進国の国内政策に補足的であるべき”（ the principle of 



supplementarity33）という条件を満たしているといえる。よって CDM を実行するにあた
って中国と日本は理想的な組み合わせとなるのではないだろうか。 
しかし CDMの制度や方法については未だ不明な点やあいまいな点が多く残されており、こ
れらを明確にしていく事がより効果的な CDMを生み出すのである。よってこれより日中に
おける理想的な CDMのあり方について述べていく。 
 
[[[[参考文献参考文献参考文献参考文献]]]]    
『World Energy Outlook 1998 Edition』 IEA/OECD 1998 
『CO2 Emissions from Fuel Combustion (1998ed)』 IEA/OECD 1998 
『Energy Balances of OECD Countries,1996-1997』 IEA/OECD 1999 
『Energy Statistics and Balances of Non-OECD Countries,1995-1996』 IEA/OECD 1998 

    
    
    
    

Ⅳ．Ⅳ．Ⅳ．Ⅳ．CDMCDMCDMCDM の制度上の論点の制度上の論点の制度上の論点の制度上の論点    

                           文責：杉山聡美（ⅰ文責：杉山聡美（ⅰ文責：杉山聡美（ⅰ文責：杉山聡美（ⅰ,,,,ⅱⅱⅱⅱ,,,,ⅲ）ⅲ）ⅲ）ⅲ）    
                                                                                                                関関関関    徹也（ⅳ）徹也（ⅳ）徹也（ⅳ）徹也（ⅳ）    

 
ⅰ民間参加の意義ⅰ民間参加の意義ⅰ民間参加の意義ⅰ民間参加の意義    
  ＣＤＭ普及のためには、より多くの民間参加が望まれる。なぜなら、第一に先進国から
途上国への資金フローの大きさがあげられる。現在、ＯＤＡなどの公的資金にくらべ、 
年間 2500 億ドル程度の民間資金が、途上国にながれている（中国へは、96 年度で公的資
金に比べ、およそ １６ 倍相当の民間資金がはいっている）。つまり、規模では、民間資金
の方が、圧倒している。しかし東南アジアは、97 年の金融危機以来海外からの投資が減っ
ており、その影響を受けて中国への海外直接投資も制約を受けている。こうした状況下の

なかで、CDMは先進国からの新たな資金移転として期待できるのではないか。第二に、温
暖化対策に有効な技術の多くは民間企業が持っており、また効率的な投資ノウハウも蓄積

され、投資のメリットさえ明確であれば、公的資金に比べ資金制約も少ない。技術移転の

主役は、そのような有効な技術を持った企業が、望ましい。第三に、ＣＤＭという事業を、

民間企業が行なうことで、温暖化防止対策への参加意識が、社会的により広範にひろまる、

という効果がある。こうしたことから、ＣＤＭという制度の活用のためには、より多くの

民間主体の参加が必要であり、そのためには、なるべくシンプルで、取引費用が安くすむ

                                                   
33 これはあくまで中国が主張している事であり、議定書の中では排出権取引、共同実施については“補完
的であるべき”と明記されているが、CDMについての補完性には触れられていない。 



ようなＣＤＭ制度であるべきと考えられる。 
 
ⅱⅱⅱⅱ    ＣＤＭ制度設計上の問題点と望ましいＣＤＭ制度設計上の問題点と望ましいＣＤＭ制度設計上の問題点と望ましいＣＤＭ制度設計上の問題点と望ましい CDMCDMCDMCDM像像像像    
  １９９８年の COP４では、CDM具体化に向けて話し合いがおこなわれたが、CDMに関
する論点だけでも原則、認証方法制度面といった検討要素で５０におよんだ。内容として

は、途上国が、CDMの理念、原則にこだわったのに対し、少しでも早く実際に CDMを動
かそうとするアンブレラグループ（日本、アメリカ、ロシア、カナダなど）は、より詳細

な点を含めた話をしようとし、交渉は、難しいものとなった。また中国は性急に CDM実施
をすすめるより、もっと AIJでの経験蓄積に力を注ぐべきと、主張した。しかし AIJでは
クレジット生じないため、投資側としては、魅力に欠ける分件数は多くない（114 件 1999
年 6 月）。しかもその大部分がアメリカと強い南米や、EU／東欧で行われているという地
域的な偏りがはっきりみえる。（スウェーデンとアメリカ 2カ国で、全体の半数近くを実施。
しかもアフリカでの AIJは、非常に少ない。）また AIJ自体が、新しい制度なので、初期の
取引費用が多くかかってしまう事も AIJ普及への障害となっている。 
  CDMに関する交渉は、今後も続けられ、詳細は、ＣＯＰ６で決定されることになってい
る。ここでは、CDM制度設計における問題点と現在の先進国／途上国間の対立、資金面の
問題、ベースラインという 3 つの論点にしぼって、話を進めたいと思う。ＣＤＭに関して
決定されていることは、京都議定書第 12条に書かれていることのみで、実現化のためには、
もっと詳細な部分まで決める必要がある。議定書では、 
・ＣＤＭ下で、ホスト国は、持続可能な開発を達成し、認証された排出削減量をもたす事

業活動から利益を得、投資国側は、自国の排出削減目標達成のために、事業活動から生

ずる認証排出削減量を利用することができる（１２条１，２）ので、両国にとってメリット

をもたらす。 
 
・また共同実施（ＪＩ）とは違い、多国籍間からの監視下におかれることから、ＣＯＰ／ Ｍ   
ＯＰの下に、ＣＤＭの執行委員会（Exective Board）と、さらにその下に、各事業活動
から生ずる排出削減量を認証するための運営組織（Operational Entities）が、つくられ
る (12条、４，５)。そして以下の原則に基づいて、認証はなされる。 

（a） 関係締約国によって承認された自主的な参加 
（b） 気候変動の緩和に関する実質的で、測定可能な、長期的な利益 
（c） 認証された事業活動がない場合に生じる削減に対し、追加的な排出削減 
   
・認証事業活動の利益の一部が、運営費用を賄い、かつ気候変動の悪影響に特に、脆弱な

途上国が適応の費用を支払うことへの支援に用いられる（１２条 、８） 
 
・民間参加や２０００年からの認証削減量のバンキングを認める（１２条、９，１０） 



といったことが、決められている。                                       
  現在、実施に関する補助機関（SBI、SBSTA）に、各国政府からの意見が出されている
最中であるが、市場原理を活かしてＣＤＭを経済効率性のあるものとしようとする先進国

と、あくまで自国の持続可能な発展のために有功活用していこうとする途上国で、意見の

相違が、残っている。 
  第一に、原則としては、日本、アメリカを含むアンブレラグループは、ＣＤＭを原則と
して「民間部門の参加に重く依存するであろう市場活用型の概念」と認識しているのに対

し、途上国側は、衡平性（Equity）の概念を強調し、本当に途上国にとっての持続可能な
開発に資するのかどうか、他の開発優先事項（貧困撲滅など）を阻害することにならない

かどうか、また最貧国や脆弱国（特にアフリカや小島嶼国）への配慮がなされているのか

どうかを考慮するべきだと、主張し、中国は、「ＣＤＭが、途上国の持続可能な発展に寄与

するか否かは、途上国自身が決定する」という意見をだしている。また途上国は CDMがあ
まりに経済効率性のみを追求すると、短期的には途上国における削減コストが安くても、

長期的に、削減コストが先進国よりも高い水準に上昇し自国にとって不利益になるのでは

ないか、ということを懸念している。しかし先進国の中でもＥＵは、独自の見解を出して

おり、ＣＤＭはＪＩと同様国内対策に対して補完的である、という意見でこれには、途上

国も、賛成している。（共同実施、排出権取引に、関しては、それぞれ京都議定書のなかで、

補完性ということが、明記されている。）EU は、無制限に認証削減量を自国分としてカウ
ントするのではなく、一定の制限（Ceiling）を設けるべきだ、としてＣＤＭに２つの限定
条件１）補完性 ２）妥当な透明性の確保と制裁のしくみ  を主張している。米国は、補完
性といった制限は、民間参加を促し、経済効率性を高めるには、マイナスだとして、反対

している。 
   第二に、ＣＤＭ実施において大きな役割を持つ、運営組織が、どのような形をとり、正
確に認証を行うか、といった制度面を決めてゆかねばならない。運営組織は、ＣＯＰ／Ｍ

ＯＰに指定される。その数は、単一という意見もあるが、信頼性の確保という点からも、

限られた数、（１０くらい、とか大陸ごとなど）になると思われる。また主体は、国際機関、

ホスト国の組織や公共部門、民間（国際的な会計事務所や監査法人）などが考えられるが、

いずれにしても認証における恣意性を排除するために、事業特定、促進、資金供与から、

制度的・経済的に独立し、事業に参加する権利は、持たないとすべきであろう。 またクレ
ジットを投資国、ホスト国で分配するかどうか、について議定書では、なにも書かれてい

ないが、議定書 12 条３（a）に書かれている「事業活動からの利益」として途上国が、ク
レジットを取得することもできるだろう。 
  第三点として、適応費用の拠出が 12条８項に書かれているが、具体的にどれくらいの費
用がかかり、どのように分配されるかが、まったく定まっていない。そもそも“認証事業

活動の利益の一部”という定義もはっきりとなされてなく、非常に曖昧な部分である。特

に、アフリカ、小島嶼国などは、自国の脆弱性をアピールしている。例えば、ガンビア、



セネガル、南ア、トーゴといったアフリカ諸国は、アフリカへの配慮を強く訴えているし、

中国は、特別基金の創立を提案している。どの国、地域に資金が配分されるか、というの

は、非常に政治的な問題で簡単に答えは出せるものではないし、CDM事業の中から、あま
り高い割合で徴収すると、投資側のインセンティブを削ぐことにもなる。途上国側は、非

常に重視している点であるが、適応費用に関しては、他にも資金メカニズムが検討されて

いるし、CDMの事業からでなく、共同実施、排出権取引からも徴収することが、できると
考えられる。 
  また、AIJが、そのまま CDMとしてみとめられるか、という「適格性」やシンク（森林
の吸収）を CDMの分野にいれるか、といったことも決定されなければならない。 
 
ⅲⅲⅲⅲ－１資金面の問題－１資金面の問題－１資金面の問題－１資金面の問題    
 
  CDM は、議定書交渉時ブラジル提案だった CDF（クリーン開発基金：先進国が不遵守
になった時、その超過排出量に対して課徴金を課し、それを財源として途上国における排

出削減プロジェクトを行なうという、先進国にとっては、罰金的な性格のもの）が、もと

になっているともいわれ、それほど途上国の新たな資金メカニズムに対する期待が大きか

ったことが、うかがえる。この傾向は、現在まで続いている。今年、３月に出された中国

のペーパーでも資金に関しては、“ODA,GEFまたUNFCCのもとで行われる他の財政援助
とは別の資金供給”であるべきとの主張が、入っている。しかし、AIJに関してはベルリン
マンデートで「資金の追加性34」ということが、明記されているが、京都議定書では CDM
に関して、「削減効果の追加性」は、いわれているものの、「資金の追加性」には、触れら

れていない。ここが、少しでも多くの資金移転を望む途上国と、新たな資金移転制度を作

らず、なるべく民間を活用して経済効率的に CDMを行いたい先進国の大きな対立の現われ
の場でもある。 
  現行のUNFCCCの資金メカニズムとして利用されている GEFは、全世界的な環境に対
処するには規模的に不十分（1991 年～1998 年で 84600 万ドル。しかも気候変動部門への
支出割合は、全体の約４割。）である。しかも脆弱国への支援や研究的プロジェクトなど、

多くの部分をカバーするため直接 CDMの財源には、ならないであろう。先進国から、途上
国への公的資金（ODA）も先進国の援助疲れや、経済の低成長、不況などで伸び悩んでお
り（世界第 1位の ODA拠出国である日本も政府の財政構造改革の一環として 1998年度の
途上国援助予算は 1 割削減された）、国連の各国 GDP の０．７％以上を ODA 額としよう
という目標を達成している国は４か国（ﾃﾞﾝﾏｰｸ、ﾉﾙｳｪｰ、ｵﾗﾝﾀﾞ、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ：日本は 0.22%DAC21
カ国中 19位、米国は 0.08%最下位）しかない。また ODAは、大規模インフラ整備や BHN

                                                   
34 Decision5/cp1. 1.(e)”That the financing activities implemented jointly shall be 
additional to the financial obligations of Parties included in AnnexⅡto the convention 
within the framework of the financial mechanism as well as to current ODA flows. 



（ﾍﾞｰｼｯｸﾋｭｰﾏﾝﾆｰｽﾞ：人間が最低限生活してゆくための条件）を満たすための事業に向けら

れることが多く、その全てを活用することは、難しい。そのため、資金制約の無い民間か

らの投資が、期待される。CDM を投資案件として魅力のあるものにするためには、免税、

税優遇措置、補助金や国内排出権取引といった先進国国内での対策が必要（ノルウエーで

は、すでに炭素税が導入されており、またそれを財源とする炭素基金が設立され、AIJ資金
の一部となっている。 北欧諸国は、すでになんらかのかたちで炭素税35が、導入されてい

るが、これは、企業にとって、海外のカーボンオフセット・メカニズムに参加することで

免税の可能性がある、というインセンティブになっている）だろう。しかし当面民間企業

は、取引費用の高さ、利益であるクレジットの不確実性、途上国に固有のカントリーリス

クといったことから慎重ならざるを得ない。このような現状に対して、民間投資の呼び水

となるべく ODAといった公的資金を活用することは、現実的な判断であり、認められるべ
きだと考える。 
 
    
ⅲ－２日中間の資金問題ⅲ－２日中間の資金問題ⅲ－２日中間の資金問題ⅲ－２日中間の資金問題    
・民間資金の流れ 
  中国では外国直接投資が、改革・開放以後経済発展に大きく貢献した。今後も安定成長
と発展のために外資活用は、期待される。しかし直接投資受入額は、契約ベースで 96年度
以降減少傾向にあり、それに連動して実行ベースも今後減っていくと思われる。これまで、

低廉な労働力の豊富な存在、13 億人の潜在的な巨大市場と言った魅力が、中国への直接投
資を伸ばしていたが、最近はそうした魅力がうすれ、逆にインフラや法制度の未整備、 
金融機関の脆さといったものが顕在化し、投資が控えられていると思われる。中国は昨年、

国内消費を支えるため、赤字国債発行（1000億元；約 1.7兆円）によって高速道路、鉄道、
通信といったインフラ投資を行っているが、深刻な財政赤字を抱える中国政府としては、

大変厳しいものであると思う。これを解決するには、民間資金をもっと積極的に活用し民

活インフラをすすめることが、望ましい。こうした状況から中国政府は、外資を積極的に

受け入れる方針をとっており、CDMは中国にとっても外資を招く望ましいものとなる可能
性がある。 
 
 
 
 
 

                                                   
35 デンマークでは、炭素税の他に、エネルギー集約型の事業者に対し、エネルギー庁と自主的取組みをむ
すべることになっており、税制上の優遇措置を受けるために、様々な省エネ対策を講じるインセンティブ
となっている。また英国でも「気候変動賦課金」という名前のエネルギー税導入を検討している。 



中国への海外直接投資状況（出典 中国統計年鑑） 

・日本の対中国 ODAと温暖化問題への途上国への支援 
日本の対中 ODAは、金額面において世界最大で、93年以降（96年を除き）中国は、わが
国の二国間 ODA 最大の受取国であり、中国にとってもわが国は、DAC 諸国中最大の援助
国（96年度で５２％のシェア）である。 
  対中 ODA の内訳は、およそ 5～６割が、有償資金協力（円借款：通常 金利 2.5％ 返済
金間 25～30年 ODAではない輸銀のローンの場合、金利は、2.77％  返済期間 10年 ）で、
約 4 割が贈与としての技術協力、残り３％ほどが、無償資金協力（主な環境案件：日中友
好環境保全センター 91年～94年）となっている。ここでは、ODAの中核となる円借款の
内容について詳しくみる。日本は、92年の国連環境開発会議で環境 ODA（１居住環境改善 
２公害対策３森林保全 ４防災 ５自然環境保全 の５つの分野に対し通常、金利１．３％ １
０年据置、２０年払いの貸付け）を 92年度より 5年間で９０００億円から 1兆円をめどに
強化するという方針を発表し、92年度―96年度で、累計 1兆４４００億円と目標を大きく
上回った。こうした規模の増大は、歓迎できるとしても、対中円借款の環境部門の充実は、

まだまだである。なぜなら、79 年以降３次１７年間にわたる対中円借款のなかで、９５年
度まで４件の環境案件は、全て上下水道整備案件と内容の偏ったものであった。この理由

としては、それまでは経済インフラ整備に関する鉄道、水力発電所、港湾工事、化学肥料

工場といった内容が、ほとんどであったこと。被援助国の要請に基づく要請主義を日本は

とっているが、途上国側から公害対策の必要性があまり認識されず ODA案件として要請さ
れなかった、ということなどが挙げられる。これはどの国にもいえることだが、大規模イ

ンフラ工事はかならず環境的な負荷（自然環境破壊や公害の発生など）が伴ない日本のODA
が途上国の環境破壊に貢献しているとの批判があった。これまでの反省から円借款の実施

機関である OECFでは、環境ガイドラインを作成し配慮されるようになったが、自己満足
に陥らぬよう監視することが肝要だ。 
 しかし COP３の開かれた 1997年、政府は、「ISD（21世紀に向けた環境開発支援構想）」
と、「京都イニシアティブ36」を発表し、なかでも、環境特別円借款の条件は、最も優遇的

                                                   
36 温暖化対策での国際協力方針で、3000人の人材育成、環境特別円借款（金利０．７５％ 償還期間 40
年うち１０年据置：中進国には、１．８％、償還期間 25年）が、表明された。温暖化対策円借款案件対象
分野として（１．省エネ  ２．再生可能エネルギーエネルギー  ３．森林保全  ４．大気汚染対策）が定
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な貸し付け条件で公的資金の特性を十分に発揮している。 
  現在は、第 4次円借款（1996から 2000年度）で前 3年分（1996から 98年度）では、 
40案件、総額 5800億円が表明されておりうち 15案件 879億円が、環境案件で、約 6割を
占める画期的な内容となった。98年度円借款では 8件の環境案件すべてに、非常に優遇さ
れた内容である環境特別円借款が適応されている。特筆すべきは、「陝西省韓城第二火力発

電所事業」で、６００MW×２基の石炭火力発電所を建設するものだが酸化硫黄排出削減の
ために、中国における円借款を利用した発電所として初めて脱硫装置を導入する事業で、

酸性雨といった大気汚染が深刻化する中国において今後の火力発電所の先駈けとなること

が、期待されている。また重慶の「配電網効率改善事業」は、送変電設備の老朽化による

送配電ロス率上昇に対し、送配電ロスを年 4.3 億 KWｈ低減させることで１０２MW 分の

発電節減効果を得て、原料石炭の節約と大気汚染の低減を実現させるものである。 
 
ⅲ－３ⅲ－３ⅲ－３ⅲ－３    ＯＤＡを使ってのＣＤＭの是非ＯＤＡを使ってのＣＤＭの是非ＯＤＡを使ってのＣＤＭの是非ＯＤＡを使ってのＣＤＭの是非    
  日本政府は、このようにＯＤＡを利用して温暖化対策の国際協力にあたろうという姿勢
がみえ、「ISD」や「京都イニシアティブ」にもはっきりあわられている。 
  また ODAを、京都メカニズムの財源にするかどうかは、各国により違う。AIJについて
みてみると、アメリカ、ドイツは、ほとんど ODAは、使用せず民間資金で AIJをおこなっ
ている。スウェーデンは、日本の NEDOのようなエネルギー庁（NUTEC）が AIJを実施
しており、公的資金使用ではあるが、ODAとは、カウントされない資金を利用している。 
オランダは、1996年から 1999年までの試行期間に既存の ODAとは別枠に追加的資金を計
上し、公的資金使用の色合いが濃い。ノルウェーは、炭素基金を開発支援予算に追加して

計上されている。オランダ、ノルウェーとも政府予算の使用は、環境 ODAの延長とみなさ
れそうだが、ＡＩＪの予算として新たに確保したもので、追加的なものである事が、相手

国も認めている。 
  「資金の追加性」ということで、ODAを使用したい日本と、あくまで追加性にこだわる 
途上国の間で意見の対立が、みられる。CDMが、新たな制度として民間資金を積極的によ
びこめるようになるまでは、ODAを利用するもとも認められてよいのではないか。もちろ
んそのためには民間投資を阻害するのではなく、民間資金をいかすような利用であるべき

だ。また途上国は ODAが使用されることで他の部門への援助額が、減ることを懸念してい
るが、温暖化対策への案件は、まだ始まったばかりで他の案件を圧迫するような規模では

なく、ほとんどがこれまでの案件に対して追加的であろう。以上のことから、資金量の増

加分が明瞭であれば、名目は、ＯＤＡであっても利用可能なのではないか。 
また途上国のなかでも、南アは、「公的資金と民間資金の間に何らかの区別をつける必要は

なく、着手資金は、ＯＤＡまたはＧＥＦから出資することが、可能である」との意見をだ

している。注目すべきは、“着手資金”といわれているように、どうしてもこのような新し
                                                                                                                                                     
められている  



い制度への投資は、様々なリスクを懸念して民間は、慎重になるので、最初の呼び水とし

て利用されるのは、現実的ではないか。 
 
ⅲ－４ⅲ－４ⅲ－４ⅲ－４    民間資金活用のための工夫民間資金活用のための工夫民間資金活用のための工夫民間資金活用のための工夫    
 
  民間資金活用の一例として世界銀行が行っているプロトタイプ炭素基金（PCF）がある。
これは、世銀が、ブローカー的な役割として、各投資家から資金を一括して集め、途上国

での排出削減プロジェクトに分散投資する信託投信のようなものであり、世銀自身も、「基

金は、CDMを支援し、議定書の目標達成のために参加する組織の一つとして CDMに貢献
しようというもの」という認識をしており CDM財源の一つとして、期待ができる。これは
世銀のグローバルな情報網や豊富な経験を活用することで運用に信頼性があり、リスク分

散が可能。しかも取引コストが低くなる、といったメリットがある。また小口投資家の参

加も期待できる。 
  批判としては、世銀がこうしたブローカーのような商行為を行って良いのか？という意
見があるが名前に「プロトタイプ（雛形）」とあるように、これは国際的につくられる初の

試みであり、他の組織（開発銀行など）が、同様な仕組みを大規模に展開する可能性もあ

る。世銀が目指すのは、民間セクターの参加が本格化するまでの間、効率的で公正なグロ

ーバル炭素市場を確立する触媒となることであり、将来的に市場が民間セクターによって

うまく機能するようなったら、世銀は撤退する意思をもっている。また FCCC の資金メカ
ニズムである GEF（地球環境ファシリティー）との区別が、困難という意見もある。しか
し GEFは、温暖化効果ガス排出削減への戦略的アプローチに重点が置かれ、ほとんどグラ
ントとして提供されるため、対費用効果の高い施策への潜在的な可能性は含まれない。よ

って民間資金活用を考える CDMとは、性質が異なるものといえるだろう。 
  PCFは、5カ国の政府（スウェーデン、ノルウエー、フィンランド、オランダ、カナダ）と電力、商社
を中心に世界の 18企業（うち 7企業は日本企業  東京電力、三菱商事、三井物産ほか）が、参加を

表明し、初期目標である 1000万ドルの基金のめどは、たっている。また世銀以外にもヨー
ロッパ復興開発銀行（ＥＢＲＤ）も同じようなカーボンブローカー事業をはじめる計画を

もっている。このように、国際開発銀行がその金融機関としての手法と地域性を生かして、

CDMのプロジェクトブローカーないしカーボンブローカーの役割を果たすのは、非常に効
率的だと考えられ、また民間資金の活用という点からも望ましいと思える。 
 
ⅳⅳⅳⅳ    ベースライン設定の問題ベースライン設定の問題ベースライン設定の問題ベースライン設定の問題    
ⅳ－１ⅳ－１ⅳ－１ⅳ－１    なぜ、ベースライン問題が重要なのか？なぜ、ベースライン問題が重要なのか？なぜ、ベースライン問題が重要なのか？なぜ、ベースライン問題が重要なのか？    
1998年のCOP４で合意されたブエノスアイレス行動計画では、CDMの運営に関する方針、
様式、規則、指針を設定するため、検討する必要のある約 50項目が記されている。このう
ち、明確にベースライン問題に触れたものは「プロジェクト・ベースラインの規定」と「環



境追加性とベースライン」の二項目である。CDMが途上国にとって新たな資金・技術・そ
の他の環境便益を得る機会であると同時に、先進国に排出削減分を CERとして獲得する機
会であることは先に触れた。それでは、そのプロジェクトによる排出削減量をどう算定す

るのか？ということが問題になっている。基本的には「そのプロジェクトがなかった場合」

の状態（ベースライン）を想定し、それに対してプロジェクトを実施した場合の GHG排出
量の実測値を差し引くことによりクレジットが生成される。しかし、「プロジェクトがなか

った場合」を想定するのは、きわめて恣意的になる可能性もある。また、パイロットフェ

ーズにおける AIJ の経験からは、プロジェクトの実施コスト以外に排出削減量算定のため
にかかる取引コストがかさむという問題点があり、CDMスキーム発展の障害となっている。
その一方で、ラフなベースライン設定方法では、実際の削減量と生成されるクレジットの

量に差が生じ、クレジットが少なすぎる場合にはプロジェクトの実施インセンティブが削

がれ、多すぎる場合には GHGの排出増につながってしまう。それゆえ、適切なベースライ
ンの設定が必要になってくる。 
 
ⅳ－２ⅳ－２ⅳ－２ⅳ－２    ベースライベースライベースライベースラインと追加性ンと追加性ンと追加性ンと追加性    
京都議定書 12条の２には、CDMに関して以下のように定められている。 
 
（１）非附属書Ⅰ国が持続可能な開発を達成し、気候変動枠組み条約の究極の目的（大気

中の温室効果ガス濃度の安定化）に貢献することを支援する。 
（２）附属書Ⅰ国の締約国が第 3 条の規定に基づく数量的な排出抑制および削減の遵守を

達成することを支援する。 
 
これより CDMは、プロジェクトの実施により、温室効果ガスの排出削減または吸収強化が
確実に達成されるものでなければならないが、さらに京都議定書第 12条５では「認証され
た事業活動がない場合に生じる削減に対し、追加的な排出削減がある。」とある。 
追加的というのは、排出削減が達成される確実性を表す。「ベースライン」は、追加的な

削減を定量化する際の比較対象で、現実には存在しない「仮想的な状態」を定義するもの

である。CDMプロジェクトがない場合をどう定義するかによって、追加性の程度、すなわ
ち排出削減量が異なることになり、附属書Ⅰ国が CDMにより獲得する認証排出削減量も異
なってくる。 
非附属書Ⅰ国にとって、CDMは新たな資金・技術やその他の環境便益を得る機会でなく
てはならない。議定書 12 条５により CDM への参加は関係締約国の承認が必要であるが、
当該プロジェクトが CDMとして認められる選定段階において、自国の持続可能性の条件に
対し CDMプロジェクトがどれだけの追加性があるのか、それぞれの締約国が固有のガイド
ラインを作成することが必要である。一方附属書Ⅰ国（プロジェクトの実施国）にとって

プロジェクトによって得られるクレジットの量は重大な関心事である。クレジットの量が



CDMを実施する上でのインセンティブになる以上、どのくらいのクレジットが生成される
かということは、CDM スキームの成否に関わってくる。さらに、この認証排出削減量が、

第３条の規定に基づく自国の約束の利用に用いることが可能になることを考慮すると、ベ

ースライン設定の問題が及ぼす影響は大きい。 
この「ベースラインをどのように設定するのか？」という問題と「プロジェクトが行わ

れなかった場合と比べて追加的であるか否かをどのように判定するのか？」という問題を

どう解決していくかが CDMを成功に導く上で重要である。 
ベースラインの設定や追加性の判断に複雑なルールを設定すると、プロジェクトの取引

コストが増大し、実行されるプロジェクトが減少する。これにより投資国の排出削減を低

コストで行い、発展途上国や経済移行国への資金、技術、その他の環境便益を提供すると

いう CDMの持つ効果が損なわれてしまうのである。 
 
その設定にあたっては、 
① 環境保全上の信頼性確保、 
② 実施可能性の確保 
の２つの条件を満たす必要がある。 
① に関して、ベースライン排出量は、実質的、予測が可能、長期的な削減効果を立証でき

る、設定方法が透明でアクセスしやすいこと、パラメーター・用語の統一化 
② については、国、地域の固有性や特徴を考慮した当事者同士の合意、第３者による認証

が得やすいこと、民間投資の積極的な参加を確保しやすいこと、経済効率が良いこと 
などが望ましいとされている。 
さらに今後検討するべき点として、クレジット認証・付与の時点・期間の決定、ベースラ

イン自体の時間的変化、ベースライン設定・モニタリングの不確実性、間接的影響の取り

扱い、などの項目が考えられている。 
 
ⅳ－３ⅳ－３ⅳ－３ⅳ－３    SBISBISBISBI／／／／SBSTSBSTSBSTSBSTＡでのアンブレラグループと中国のベースラインに関する意見Ａでのアンブレラグループと中国のベースラインに関する意見Ａでのアンブレラグループと中国のベースラインに関する意見Ａでのアンブレラグループと中国のベースラインに関する意見    
COP４Decision７では、京都議定書第 6条（JI）、第 12 条（CDM）、第 17条（ET）の規
定に基づくメカニズムに関する更なる提案が締約国に求められた。これに対して SBI／
SBSTＡでは、ベースラインの設定に関して中国（▼）、日本を含むアンブレラグループ（▽）
からは、以下のような意見が提出されている。 
 
▼CDM事業に適用されるのは、部門または国別のベースラインではなく、事業別のベース
ラインとし、追加的排出量削減の達成のため無理のない範囲で達成すべきものである。 
▼「排出削減量/除去量の追加」は、重要な問題であり、CDM事業のベースラインに対比す
るものとして、事業レベルにおける追加的排出削減量の実現に照らして対処すべきである。 
 



▽ベースラインに関する検討はいくつか行われているフォーラムや AIJ の経験を CDM 設
計時に利用することが有益である。 
▽個別のプロジェクトベースの方法では、事業開発者が事業の排出量を比較するための基

準ケースを定める必要がある。事業の排出量がその基準ケース以下の場合、そのような排

出量は追加的であると認めることができる。 
▽ある温室効果ガスを発生させる活動がベースラインを超えているか超えていないかを区

別するために、特定種類の事業に関する標準ベースライン（例えばベンチマーキング）を

定める必要がある。ベンチマークより業績の良い活動は自動的に追加的とみなす事ができ

る。 
 
これまでのところプロジェクトのベースラインの設定や追加性の判定には正式なルールが

なかったため、とりあえず大部分のプロジェクトはケースバイケースで行われてきた（ボ

トムアップベースライン）。中国の意見書はこれに沿ったものだと考えられるが、プロジェ

クトごとのベースライン設定はデータの入手性、正確な排出削減量の測定など、環境保全

上の信頼性確保の面では優れているものの、実施可能性の面では、ベースラインの策定に

関わる取引コストが大きすぎる、算定者によって結果が異なる、そのプロジェクトが周辺

地域に与える間接的影響が評価されない、などの問題がある。 
アンブレラグループの意見は、これを考慮し「簡素化」へのアプローチを示唆している。

現在、ベースラインの設定と追加性の判定を簡素化するものとして、いくつかの簡素化モ

デルが考えられているが、具体的にプロジェクトベースラインとして採用されたものはわ

ずかである。排出便益予測値の正確性が損なわれてはならないこと、これを管理するため

のコストがそこから得られるベネフィットより大きくならないことに注意すれば、「簡素

化」方式の採用は、プロジェクトの開発・承認を容易にさせ、CDM推進への大きなインセ
ンティブになると考えられる。 
 
ⅳ－４「ベースライン」の標準化ⅳ－４「ベースライン」の標準化ⅳ－４「ベースライン」の標準化ⅳ－４「ベースライン」の標準化    
AIJにおけるプロジェクトごとのベースライン設定は、プロジェクト開発者が、準備にかな
りの時間と能力を費やすことが求められ、プロジェクトのホスト国側もドナー国側も申請

プロジェクトの審査に多大な労力を使わなければならなかった。プロジェクトの開発と承

認を遅らせている原因として次の二点が考えられる。 
第一に、プロジェクトの実施者が、多くの不確定要素を想定し、現地事情に特定した排出

量ベースラインを開発しなければならなかったことである。この過程においては、多くの

情報が必要であり、また、ベースライン排出量を過大に申請して予想排出量を水増しする

可能性（ゲーミング）もある。このため監査機関は、もとになるデータや想定条件を慎重

にチェックする必要があること 
第二に、プロジェクトの開発者は、なぜ当該プロジェクトの排出削減量がプロジェクトを



行わなかった場合に対して「追加的」になるのかを時間と労力を使って説明しなければな

らないのであり、また監査機関側も、開発者の説明を審査しなければならない。監察機関

には、プロジェクトの実施者が当該プロジェクトを行う決定をした正確な理由を見極め、

その意図を理解することが求められる。この審査過程は、非常に主観的であり、不透明で

ある。 
AIJのほとんどのプロジェクトでは、試験期間であるがゆえに、個別の状況を考慮して実
際のデータを細かく積み上げていく作業が不可欠なものであった。2000年以降導入がされ
る CDMについてもその傾向はしばらく続き、一定のプロセスを経て認可された第三者機関
が、当事者間で合意されたベースラインの設定方法が正当であるかどうかを確認するとい

う形になると思われる。ただし、以上のような問題点を解決するために、ベースライン設

定や追加性判定の「簡素化」は必要である｡現在の提案されている簡素化アプローチとして

ベンチマーク方式、地域／技術マトリクス方式、トップダウン方式など（表１）があるが、

これらのアプローチでは、政府側がベースライン設定に関する簡潔なルールを用意するこ

とになる｡プロジェクトの実施者はこれに加えてプロジェクトの種類、規模などの情報があ

れば、ベースラインと排出削減量を見積もることができ、ベースライン水準以下の排出量

を発生させるプロジェクトであれば、自動的に「追加的」とみなされ、CER を得る事がで
きる。これらの方式は、プロジェクト開発者や、ホスト国政府、ドナー国の取引コストを

低減させ、CDMプロジェクトの実施増加につながる｡CDMプロジェクトが増加すれば、ホ
スト国にとっては、新規投資を呼び込むことになり、地元にとって大気汚染や厚生面での

改善などの直接的な利益をプロジェクトから得る事ができるようになる｡また附属書Ⅰ国

にとっては多くの CERが発生することを意味し、目標達成のためのコストを低減すること
ができ、さらに気候変動緩和活動のための適応資金を増加させる可能性が高くなる｡ 
 先にも触れたとおり、将来的には「簡易化」が必要になってくるに違いないが、どの「簡

易化」方式が採用されるのかもわからないし、また採用された方式がベストであるとは考

えにくい。CDMスキームの厳格性にこだわり、コストと時間のかかるものにしてしまうよ
り、早期に CDMプロジェクトを立ち上げ、経験のなかからベターなものを選択していくこ
とが望ましいと考える｡「簡素化」の利点が、CDM の環境保全性を犠牲にして得たもので

あっては決してならないが、運用可能性の優れた「簡素化」アプローチを進めていくこと

は、CDMの成功の鍵となると考える。    
    
    

図表Ⅳ－２図表Ⅳ－２図表Ⅳ－２図表Ⅳ－２    CDMCDMCDMCDMにおける削減枠の算定方法における削減枠の算定方法における削減枠の算定方法における削減枠の算定方法    
ベースライン

設定方法 

概要 プロジェクト提案

者への負担 

開発準備費用 客観性 

現

状

プ ロ ジ

ェ ク ト

プロジェクトがなかったとき

に想定される排出量をプロジ

高い。正確なベース

ラインの設定には

低い。ただし国

際的なガイド

プロジェクト

の内容やプロ



の

方

法 

ご と に

算定 

ェクト提案者が個々に算出、プ

ロジェクトが実施されたあと

の排出量を差し引く｡ 

非常に手間がかか

る 

ラインの整備

をする場合に

は、経験の蓄積

が必要。 

ジェクトの提

案者により差

が生じやすい 

地 域 ／

技 術 マ

ト リ ク

ス方式 

特定地域の各セクターに用い

られている技術とその GHG排

出効率のリストをホスト国側

が作成、基準となる技術（例、

その国で普及しつつある技術）

をベースラインとして設定し、

それよりも高効率の技術を用

いたプロジェクトにベースラ

イン効率との差分の排出削減

量を付与する。 

低い 高い。ホスト国

における情報

の整備が必要、

定期的に技術

リストを見直

す必要もある｡ 

プロジェクト

提案者の客観

性は入りにく

いが、ホスト国

の政策が基準

技術の設定に

大きく影響す

る｡ 

ベ ン チ

マ ー ク

方式 

特定地域のセクター、またはサ

ブセクターごとに歴史的な排

出原単位や部門別の予想排出

原単位の傾向といった基準を

参考に排出量（ベンチマーク）

を定め、プロジェクト効果が基

準値よりも高効率である場合

にその差分の排出削減量を付

与する｡ 

低い 高い ホスト国によ

るベンチマー

クの設定基準

が、獲得削減量

に対して影響

を与える｡ 

提

案

さ

れ

て

い

る

簡

易

法 

ト ッ プ

ダ ウ ン

方式 

各国の政策に基づき、そう排出

量の上限を決定、それに基づき

各セクター、サブセクターの排

出量の上限を割り振っていく｡

（通常、特定年度±X％）プロ

ジェクト効果と設定排出量と

の差分を排出削減量とする｡ 

低い 高い 途上国におけ

る 実 質 上 の

CAP とも解釈

できるため、緩

やかな上限設

定が望ましい｡ 

（出展）「地球温暖化への挑戦」環境経済・政策学会編 P83 
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Ⅴ．Ⅴ．Ⅴ．Ⅴ．CDMCDMCDMCDMの具体例の提案の具体例の提案の具体例の提案の具体例の提案    
文責：杉山文責：杉山文責：杉山文責：杉山    聡美（ⅰ）聡美（ⅰ）聡美（ⅰ）聡美（ⅰ）    

関関関関    徹也（ⅱ、ⅲ、ⅳ、ⅴ）徹也（ⅱ、ⅲ、ⅳ、ⅴ）徹也（ⅱ、ⅲ、ⅳ、ⅴ）徹也（ⅱ、ⅲ、ⅳ、ⅴ）    
ⅰⅰⅰⅰ    なぜ石炭火力発電部門でのなぜ石炭火力発電部門でのなぜ石炭火力発電部門でのなぜ石炭火力発電部門での CDMCDMCDMCDMをとりあげるかをとりあげるかをとりあげるかをとりあげるか    
  ここでは CDMが、どのようなものかイメージするために、具体例をあげながら考える。
現在日本の NEDO が、「共同実施等推進基礎調査」を行い、途上国での温暖化対策案件発

http://www.unfccc.de/
http://www.iges.or.jp/
http://www.gispri.or.jp/


掘を試みているが、その中で「中国火力発電所効率向上調査  委託先：電源開発株式会社」
を例にとってみたい。なお、この章における図表はすべて、「共同実施等推進基礎調査 中

国火力発電所効率向上調査 」から引用している。 
  では、なぜ火力発電所分野でのプロジェクトが、CDMとして適当なのであろうか。まず
第一に、経済的な観点からみて、これは単に温暖化対策ということだけでなく、省エネが

長期的な経済戦略と合致するという、中国にとっても、メリットを大きく認識できる分野

である、ということである。中国が長期的に持続可能な発展をするためには、高効率のエ

ネルギー経済システムを確立することが、不可欠だと考えられる。また第９次５ヶ年計画

のエネルギー開発方針のなかでも、「電力開発に重点を置きつつ、、、石炭火力発電を優先す

る」とある。火力発電が今後も電力構成の大幅を占めると認識したうえで、省エネ対策を

講じる、というのが中国政府の方針でもあり、この分野でのプロジェクトは、中国側から

も同意を得やすいと思う。 
  次に環境面から、排出源としてのウェートの高さが、あげられる。現在中国の CO２排出
量の 30％（1995 年）が発電部門から排出され、なかでも火力発電は、そのうちの約７割
を占め、温室効果ガスの大きな排出源となっている。同様に中国の SOx排出量でもかなり
の比率を発電部門が占めており、大気汚染対策としてもこの分野での対策が急務となって

いる。 
 第三に、波及効果という点から適応範囲の広さ、というメリットがある。金属、石油、化
学関連などの大企業の多くが自家発電設備を有している。したがって、発電所分野での改

善は、他業種の工場などにも適応可能と考えられる。 
 
ⅱプロジェクト概要説明ⅱプロジェクト概要説明ⅱプロジェクト概要説明ⅱプロジェクト概要説明    

電源開発が委託調査を受けた 300ＭＷ級の石炭火力発電所における効率改善プロジェク

トは、中国国内における急速な経済成長と生活水準の向上により、中国の電力消費量は年

率 10％前後の高増加率となっていること、現在、電力供給は石炭火力が中心的な役割を担

い、中長期的にも果たす役割は変わりにくいと考えられることを背景に行われた。温室効

果ガス（CO2）削減を目的とした場合、石炭火力発電所の効率向上対策を行うことが効果的

であり、電源開発は日本国内の石炭火力発電の実績が最も多く、高効率発電の技術を扱っ

ていることから、この分野における信頼性は高い。また、なぜ 300ＭＷ級に調査の対象を絞

ったのかということについては、現在主力となりつつあるクラスであり、効率改善を実施

した場合の波及効果が大きいこと、また中国でも石炭火力発電所の効率向上を目的とした

出力別の考え方として以下のことが挙げられている為である｡ 

○100MW 級 今後廃止の方向へ 

○200MW 級 中国独自（もしくは欧米などの協力）で対策実施 

○300MW 級 今回の調査対象 

○300MW 級以上 海外技術導入で効率は高い 



図表Ⅴ－１図表Ⅴ－１図表Ⅴ－１図表Ⅴ－１    1997199719971997 年中国火力発電所比率年中国火力発電所比率年中国火力発電所比率年中国火力発電所比率    

１９９７年中国火力発電所出力別比率１９９７年中国火力発電所出力別比率１９９７年中国火力発電所出力別比率１９９７年中国火力発電所出力別比率
外円：火力発電所（総数574基）

内円：石炭火力発電所（総数546基）

0%0%0%
3%　15基

32%　175基

23%　127基

42%　229基

31%　179基

3%　15基

23%　131基

43%　249基

１００～１２５MW ２００～２７０MW ３００～３６０MW ５００MW以上

（出所）「共同実施等推進基礎調査 中国火力発電所効率向上調査 」 

    新エネルギー・産業技術総合開発機構  委託先 電源開発株式会社 1998年 

 
ⅲⅲⅲⅲ    既設石炭火力発電所既設石炭火力発電所既設石炭火力発電所既設石炭火力発電所 300MW300MW300MW300MW 級ユニット全般調査及び級ユニット全般調査及び級ユニット全般調査及び級ユニット全般調査及び    

河南省姚孟発電所、安徽省洛河発河南省姚孟発電所、安徽省洛河発河南省姚孟発電所、安徽省洛河発河南省姚孟発電所、安徽省洛河発電所、山東省鄒県発電所の実地調査電所、山東省鄒県発電所の実地調査電所、山東省鄒県発電所の実地調査電所、山東省鄒県発電所の実地調査    

既設石炭火力発電所 300MW 級ユニットは、中国石炭火力発電所のうち 2 割強（約 100 基）

を占める。設備概要、運転状況などの全般的な調査・分析から、そのうちの 75％が国産製

である事がわかった｡（図表Ⅴ－２）しかし、国産製ユニットは、熱効率が低く、設計性能

に未達であり、 

設備の信頼性も高くないことから、効率改善の余地は多くあると判断された｡また、現地発

電所の実地調査においては共通の問題点として、以下のようなことが挙げられている｡ 

 

１）ボイラー効率が低く、ボイラー出口排ガス温度も高い。（出口の温度が低いほど、熱が

利用されている） 

２）ボイラー水壁の墳破事故によるプラント停止が頻発している。 

３）タービン熱効率が低く、復水器の真空度も悪い。（効率悪化に関係） 



４）タービンケーシングの熱膨張性が悪いため熱変形している。（効率悪化に関係） 

５）ボイラーの負荷変動は、100％から 80％程度にしか対応できない。（電力需要に合わせ

た運転ができない） 

６）起動停止、増減負荷時、手動で操作・運転している。（効率的な運転ができない） 

図表Ⅴ－２図表Ⅴ－２図表Ⅴ－２図表Ⅴ－２    1997199719971997 年中国年中国年中国年中国 300MW300MW300MW300MW 級国産、海外製メーカー別比率級国産、海外製メーカー別比率級国産、海外製メーカー別比率級国産、海外製メーカー別比率    

中国300MW級石炭火力国産・海外製メーカ別比率

0%0%0%0%0%0%

9%

25%
国産・国産
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（出所）「共同実施等推進基礎調査 中国火力発電所効率向上調査 」 

    新エネルギー・産業技術総合開発機構  委託先 電源開発株式会社 1998年 

 

これらの共通問題点を解決する効率対策は、以下の通りであり、その効率改善の効果は

各発電所によって異なるもののボイラー効率で３～４％、タービン効率で約４％の効率改

善が図れる見込みである。 

 

1) ボイラー設備の効率改善点 

a.ボイラー水冷壁改造 b. 燃焼設備改造 c. 再循環システム採用 d. 節炭器伝熱面積

追加 e.再熱器伝熱面積削減 f. スートブロワ設備適用 g. 運転の最低限自動化 h.空気

予熱器改造 

2) タービン設備の効率改善点 

a. 高圧タービン更新 b. 中圧タービン更新 c. 軸受取替え d. カップリングボルトナ

ット取替え e. 復水器真空度向上 

 

石炭火力発電所の燃焼効率化は、設備と運転の両輪が揃って効果が上がるという面が大き



いが、実地調査の限りではどちらも改善の必要がある。一方、中国側は技術の導入（設備

の改造）のみに積極的で、効率管理は行っていない。新技術の導入だけでなく、故障をな

くし利用率を上げ、設備の安定運転と信頼性を得ることから効率改善を図ることが今後期

待される｡ 

    

ⅳⅳⅳⅳ    CO2CO2CO2CO2 の排出量と削減量の排出量と削減量の排出量と削減量の排出量と削減量    

ⅳ－１ⅳ－１ⅳ－１ⅳ－１    一般的なベースラインの考え方一般的なベースラインの考え方一般的なベースラインの考え方一般的なベースラインの考え方    

今回の石炭火力発電所の効率向上プロジェクトは、既存設備の改修のカテゴリーに含まれ

る。ベースラインの考え方としては、 

①既存設備をベースラインとする方法、 

②仮想の発電所をベースラインとする方法 

が一般的である。 

①の方式は、プロジェクトに対しケースバイケースで行い、今回のプロジェクトのように

過去の実績が明らかな既存設備の改修プロジェクトのようなケースでのみ適用可能である。

これは、他の平均値を求める方式よりも正確に削減量が把握できるというメリットがある

が、過去の実績の認証プロセスにおいてコストがかかる。 

この場合、改修前の発電所の実態がベースラインとなり、CO2 の排出削減量については以下

の方法で算出される｡ 

ベースラインの単位発電量あたりの CO2 排出量（B） 

改修後の単位発電量あたりの CO2 排出量（P） 

改修後の年間発電量（G） 

CO2 排出削減量＝（B-P）×G 

※ B については最近のトレンド（設備改善などにより減少傾向、或いは老朽化により増加

傾向）をベースとした時間の関数とすることも可能である。 

 

③ の方式は「簡素化」アプローチの考え方を用いている。何らかの仮想の発電所をベース

ラインとするが、ベースラインを全平均値、普及タイプの平均値、最新設備の平均値、

老朽設備の平均値とすることで排出削減量は変化する｡ 

 

 

ベンチマーク方式 

全平均値の場合：当該国、または地域の過去の排出原単位、或いは部門別の予想排出原単

位を基準に平均効率が決定される｡地域の状況に応じ、複数の技術を組み合わせた平均値と

することが可能である。フレームの作成には大きなコストがかかるが、一度設定すれば、

以降のプロジェクト開発、認証コストは安くなる｡ 

CO2 の排出削減量の算出方法は以下の通りである｡ 



 

ベースラインの単位発電量あたりの CO2 排出量（B） 

＝Σ対象となる発電所での CO2 排出量／Σ対象となる発電所での発電量 

改修後の単位発電量あたりの CO2 排出量（P） 

改修後の年間発電量（G） 

CO2 排出削減量＝（B-P）×G 

� B については最近のトレンド（設備改善などにより減少傾向、或いは老朽化により増加

傾向）をベースとした時間の関数とすることも可能である。 

 

 

地域・技術マトリクス方式 

国、地域別に特定の技術を用いた場合の効率をベースラインとする｡ベンチマークと同様、

フレームが設定されれば、以降のコストは安くなる。 

普及タイプの平均値の場合：特定の（普及している）技術を用いた効率をベースラインと

して設定する。「普及している」の定義には施設数、生産量、稼働率など複数の指標が考え

られる。 

最新設備の平均値の場合：最も新しい技術の効率をベースラインとする｡削減効果は最も少

なく算出されるが、逆に効率の良い、最新技術の普及を早める政策的な意味がある｡ 

老朽設備の平均値の場合：ほぼ完全に普及している技術、またはすでに代替が始まってい

る技術の効率をベースラインとする｡削減効果は最も多く算出されるが、削減量を過大評価

する恐れや効率の良い技術の導入を遅らせるリスクがある｡ 

CO2 の排出削減量の算出方法は、全平均値と同様である。 

 

以上の考え方から、より適切なベースラインを設定していく必要があるが、ベンチマーク

や地域・技術マトリクス方式のように大きな枠組みが決定していない現段階では、①の既

存設備をベースラインとするのが適切と思われる｡ 

 

ⅳ－２ⅳ－２ⅳ－２ⅳ－２    今回の調査でのベースライン設定と排出削減量今回の調査でのベースライン設定と排出削減量今回の調査でのベースライン設定と排出削減量今回の調査でのベースライン設定と排出削減量    

今回のプロジェクトの調査においても電源開発は個別のベースラインを開発しなければ

ならなかったが、実地調査を行った周辺地域の発電所群の実績から、想定標準ユニットを

仮定し、それをベースラインとしている｡ひとつの発電所で燃焼効率を改善すれば、効率の

良い発電所での発電が優先され、系統的に悪い発電所での発電は控えられる｡その結果、地

域全体での発電効率の上昇と CO2 の削減が行われるという考え方である｡実際、このベース

ラインの考え方が採用される見込みは薄いが、この方法で算出されたプロジェクト効果は

以下の通りである｡ 

 



                        図表Ⅴ－３図表Ⅴ－３図表Ⅴ－３図表Ⅴ－３    中国中国中国中国 300MW300MW300MW300MW 級海外、国産製平均効率比級海外、国産製平均効率比級海外、国産製平均効率比級海外、国産製平均効率比較較較較    

項目 海外製平均 国産製平均 想定標準ユニット 

発電効率（g/kWh） 341 360 361 

ボイラー効率（％） 91.57 90.44 90.17 

タービン効率（％） 43.24 40.19 40.36 

ユニット総数（基） 25 75 － 

（出所） 図表Ⅴ－１ に同じ 

図表Ⅴ－４図表Ⅴ－４図表Ⅴ－４図表Ⅴ－４    発電所概要発電所概要発電所概要発電所概要    

設備概要 石炭性状 

出力 300MW 

運転開始 1985 年 

年間利用率 63．22％ 

石炭銘柄 淮南炭、山西炭 

ボイラ形式 亜臨界圧再熱式貫流ボイラ 

蒸発量 1000ｔ／ｈ 

SH 出口 16．77Mpa／550℃ 

タービン形式 再熱復水式 4車室 

冷却方式 クーリングタワー 

低位発熱量 Kcal/kg  4，115 

炭素    ％     42．18 

水素    ％     3．82 

酸素    ％     7．79 

硫黄    ％     0．72 

水分    ％     11．67 

灰分    ％     32．60 

灰中未燃分 ％     3．89 

未燃炭素分 ％     1．32  

（出所） 図表Ⅴ－１,２ に同じ 

 

算定方法 （排出原単位 [kg-CO2/kcal]）×(年間燃料消費量[kcal/kg]) 

排出原単位については、燃料性状値から算出している。 

（排出原単位 [kg-CO2/kcal]）＝C (%) / H[kcal/kg]×44/12 

ここで C（％）：燃料の炭素含有量（未燃分を考慮） 

      H[kcal/kg]：低位発熱量 

   炭素の原子量：12 

   CO2 の分子量：44 

年間燃焼消費量は、定格熱効率を年間利用率に応じて応じた補正熱効率を用いて算出。 

（年間熱量消費量 [kcal/年]）＝（年間発電電力量[kWh]）×860 /（補正熱効率[%]） 

今回検討のケース 

① 当該発電所の現状利用率が効率向上後も変わらないものとして、効率改善後の CO2 排出

量から削減量を算出する。 

② 効率改善後、当該発電所の利用率が 80％まで向上することを想定し、80％利用率におけ

る CO2 削減量および CO2 排出原単位を算出する。 

③  

 



                                        図表Ⅴ－５図表Ⅴ－５図表Ⅴ－５図表Ⅴ－５    算定結果算定結果算定結果算定結果    標準想定ユニット標準想定ユニット標準想定ユニット標準想定ユニット    

  対策前 対策後 削減 

現状利用率運転時 

発電端熱効率 

燃焼消費量 

CO2 排出量 

 

％ 

千トン/年 

千トン/年 

 

35.67 

973.40 

1458.10 

 

39.69 

874.70 

1310.30 

 

4.02 

98.70 

147.80 

80％利用率運転時 

発電端熱効率 

       燃焼消費量 

        CO2 排出量 

 

％ 

千トン/年 

千トン/年 

 

36.30 

1210.40 

1813.50 

 

40.39 

1087.80 

1629.90 

 

4.09 

122.60 

183.60 

（出所） 図表Ⅴ－１,2,３ に同じ 

 

中国既設石炭火力国産製 300 ユニットに対する効率向上対策により、１基あたり最大 4％程

度の効率向上、年間 184 千トンの CO2 削減が可能になるとしている。同タイプのユニット

は、300MW 石炭火力ユニット（100 基）の約 70％を占め、問題点も共通しており、この調査

と同様の効率向上対策を施せば、波及効果も大きい。また、70～80 年代に運開した国産製

ユニットは 18 基あるが、2010 年までに、この中から 10 基のユニットに対策を実施する場

合 10 基分の CO2 排出量にあたる 1840 千トン（10％相当）が削減可能であると見積もって

いる。そのスケジュールは以下の通りである｡ 

 

図表Ⅴ－６図表Ⅴ－６図表Ⅴ－６図表Ⅴ－６    10101010 基効率改善スケジュール基効率改善スケジュール基効率改善スケジュール基効率改善スケジュール    

年度 
項目 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

初号機モデルケース            
300MW国産製×1基            
300MW国産製×2基            
300MW国産製×2基            
300MW国産製×2基            
300MW国産製×2基            
（出所） 図表Ⅴ－１,2,３,4 に同じ 

 

 

 

 

 

 



                    図表Ⅴ－７図表Ⅴ－７図表Ⅴ－７図表Ⅴ－７    効率向上対策を実施した場合の効率向上対策を実施した場合の効率向上対策を実施した場合の効率向上対策を実施した場合の COCOCOCO2222 削減効果削減効果削減効果削減効果    

効率向上対策を実施した場合のCO2削減効果
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（出所） 図表Ⅴ－１,2,３,4,5 に同じ 

 

その他の環境便益 

温室効果ガス以外への影響として、NOX と SOX の削減効果は以下の通りである｡ 

 

図表Ⅴ－８図表Ⅴ－８図表Ⅴ－８図表Ⅴ－８    燃焼装置改造による燃焼装置改造による燃焼装置改造による燃焼装置改造による NOXNOXNOXNOX 削減効果削減効果削減効果削減効果    

対策 NOX 削減効果（％） 費用 

燃焼改善なし ０ ― 

排ガス再循環 ２０ 中 

二段燃焼＋低 NOX バーナ ３０～５０ 低 

二段燃焼＋低 NOX バーナ＋排ガス再循環 ６０～７０ 高 

（出所） 図表Ⅴ－１,2,３,4,５,６ に同じ 

 

燃焼装置改造について、実施にあたってはさらに詳細な調査、性能試験が必要であるが、

費用対効果の面から低 NOX バーナなどの最新燃焼装置の導入が望ましい｡また、先にも触れ

た通り、運転条件の変更による NOX 抑制の対策の方法もある｡ 

 

図表Ⅴ－９図表Ⅴ－９図表Ⅴ－９図表Ⅴ－９    効率向上による効率向上による効率向上による効率向上による SOXSOXSOXSOX 削減効果削減効果削減効果削減効果    

 姚孟発電所 洛河発電所 鄒県発電所 

現状利用率運転時    

燃焼消費量改善前（千ｔ） 828．7 973．4 1039．2 



改善後（千ｔ） 751．8 874．7 941．8 

SOX 削減率（％） 9．3 10．1 9．4 

（出所） 図表Ⅴ－１,2,３,4,５,６,７ に同じ 

 

SOX 排出量を削減するために、最も効果的なのが硫黄分の少ない燃料を使用することである。

燃料使用量に比例して SOX 排出も増減するので、プラント効率向上により燃料使用量を低

減することができれば、CO2 と同様 SOX についても 9～10％の削減効果が見込まれる｡ 

    

ⅴⅴⅴⅴ    プロジェクト化の見通しと評価プロジェクト化の見通しと評価プロジェクト化の見通しと評価プロジェクト化の見通しと評価    

今回の石炭火力発電所の効率改善プロジェクトは、経済、環境、エネルギーの同時達成と

いう観点から、CDM の対象として期待されるオーソドックスなプロジェクトである。また、

委託調査を受けた中では中国における唯一の発電部門プロジェクト案件である。それだけ

に調査の段階で、データの信頼性、パラメータの違い、排出削減量の算出の方法などで曖

昧な点も多く存在した｡今後、以上の点は詳細な調査と検討が必要である。しかし、少なく

とも中国製 300MW ユニットに効率向上対策を施すと、CO2 削減効果が期待できることがわか

った。投資回収年数は、効率改善による燃料の削減分を考慮すれば 10 年、中国との提供範

囲の確認、資金源の確保などが問題なく明確になれば、CDM プロジェクト化は可能である｡

また、このプロジェクトは波及効果が大きいことに加え、CO２削減効果の他にも、燃料消

費量の削減、信頼性の向上、それによる利用率の向上などのメリットが付加され、これら

の効果は中国側のニーズとも一致すると考えられる｡ 
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ⅥⅥⅥⅥ    日中間における日中間における日中間における日中間における CDMCDMCDMCDMの実現に向けての実現に向けての実現に向けての実現に向けて    
文責：岸野雅史 

 
これまで日本と中国に焦点を当て、両国における CDMを論じてきた。本章では、前述まで
の論点を整理し、日本と中国における CDMの実現に向けてその可能性と障害について述べ
ていく。 
    
１．１．１．１．CDMCDMCDMCDMの適応可能性の適応可能性の適応可能性の適応可能性 
温暖化対策は温室効果ガスが広範囲に均等に拡散するという性質を持つために、どこで

排出削減を行っても効果は等しいので、できるだけ排出削減にかかる費用が低いところで

削減することが望ましい。いわゆる“補完性”の議論はあるが、温暖化対策に投入できる

資金が限られている事を考慮すると、FCCC や京都議定書の究極的な目的である温室効果
ガスの濃度安定化に向けては、より効率的で効果的であると考えられる。特に国内の限界

削減費用が高い国は京都議定書における京都メカニズムを用いて、限界削減費用の安い地

域で行うことが費用対効果の点から経済効率的である。この点において、他の先進国に比

べて限界削減費用の高い日本と、途上国の中でも削減余地の大きい中国の間で京都メカニ

ズムを利用することは妥当性を持つと考えられる。この両国間で行う場合、付属書Ⅰ国と

非付属書Ⅰ国間であるため、京都メカニズムの利用は CDMの形態をとる。 
それでは、実際に両国で CDMが適応可能か、両国の国内状況から考えると、日本は高い

限界削減費用を持つため、削減目標６％のうち 1.8％を京都メカニズムの活用によって削減
する計画があり、投資国として CDMの利用を考えているため CDMの適応は可能である。
一方、中国に関しては、これまで国策としてエネルギー効率の改善を進めてきたが、依然

として諸外国と比較しても効率は低い水準にあり、外国資本を導入するなどのより一層の

エネルギー効率改善努力が必要とされている。こうした中国の国策とも言える省エネルギ

ー、エネルギー効率改善に CDMは活用できる可能性は高く、また石炭への高い依存度・低
いエネルギー原単位により安い CO2の限界削減費用は、温暖化対策投資は高い費用対効果

が見込まれるため、中国における CDMの適応可能性は高いと考えられる。 
したがって日本と中国における CDM 実施は経済効率性および両国の国内状況からも妥

当性を持ち、日中間における CDMの適応可能性は高いと考えられる。 
 
2222．．．．CDMCDMCDMCDM適応可能なプロジェクト適応可能なプロジェクト適応可能なプロジェクト適応可能なプロジェクト    
日中間において CDMの適応は可能である考えられるが、具体的に CDMの適応可能な分
野としては火力発電部門が挙げられる。それは、中国のエネルギーが石炭に大きく依存し

ており、特に発電部門においては石炭燃料が 70％を占めているが、その燃焼効率等のエネ
ルギー効率は決して高くはないため、同部門におけるエネルギー効率改善による CO2排出



削減効果が大きいからである。また、発電部門はエネルギー経済において上流にあたるた

め、発電部門によるエネルギー効率改善は波及効果も大きく他部門でのエネルギー効率改

善、およびそれに伴う経済的効果も見込めるからである。 
つまり、火力発電部門におけるプロジェクトはエネルギー効率改善、環境対策、経済発

展に貢献する事業なのである。したがって、火力発電部門でのプロジェクトは CO2削減効
果の面から、エネルギー効率改善、環境対策、経済発展に資するという面からも、CDMと
して適応可能性の高い事業であると考えられる。 
その火力発電部門での CDMプロジェクトとして、Ⅴ章で電源開発株式会社の中国既設火

力発電所効率改善事業を例に挙げた。同プロジェクトは旧型火力発電の効率向上を目的と

してもので、主力発電所における事業および国産普及型という特徴を持っている。 
今後中国のエネルギー政策及び環境対策として小型発電所を廃止する方針があり、本事

業の対象発電所が主力となるため、この規模の発電所を手掛ける事は重要性を持ち経済的

な波及効果も高いと考えられる。また、従来と異なる国産普及型の方式は、対象発電所の

75％が国産製で、日本の技術を中国国内で国産製として応用可能であるため採用され、技
術的な波及効果が見込まれる。 
このように火力発電分野は効果も高く、中国のエネルギー経済の実情に即したもので

CDMの対象分野としては適当なプロジェクトと考えられる。しかし、このプロジェクトを
実施するにあたっては資金調達という課題がある。一基当り 63億円という高い費用をどの
ようにファイナンスしていくかが今後の検討課題として挙げられる。この資金調達という

課題を取り除く事が意義のあるプロジェクトを進めていくために重要である。 
 
３．３．３．３．CDMCDMCDMCDMの制度像の制度像の制度像の制度像    
日中間における CDM の適応可能性は高いものであるが、現時点では AIJ として試験的

に実施されている段階で、CDMの制度は正式に決まっていない。日中間で実施していくた
めには制度の確立が必要である。そこでⅣ章における CDM制度の論点を整理し、CDMの
あり方を論じていく。 
Ⅳ章であげた CDM 制度の論点は、CDM の原則にかかわるものとして衡平性、補完性、
追加性と、CDMの運営上の制度についてである。CDMの原則にかかわるものは CDMを
運営していく上での指針となるもので、京都議定書に基づき CDMを以下のように規定する。 
「CDMは、実現可能な最大限の国内対策を行った上で37（補完性）、各国の差異に基づき温

暖化の影響を強く受ける最貧国や脆弱国へ配慮し38、途上国の持続可能な発展に資するべく
39（衡平性）、追加的な排出削減効果をもたらす認証事業を行うこと40（追加性）によって温

                                                   
37 京都議定書第 2条(a)に基づく。 
38 同第 12条 8項に基づく。 
39 同第 12条 2項に基づく。 
持続可能な発展は定義が曖昧であるが、本章では環境保護と経済発展の両立という意味で用いた。 

40 同第 12条 5項(c)に基づく。 



暖化対策を行う制度である。」 
CDM の運営上の制度に関しては、運営組織の体制、ベースライン、クレジットの分配、

適応資金、資金の追加性など CDM制度の根幹となる部分が未決定である。これらは多くの
排出クレジットを得たい先進国とそのような先進国に利用される懸念をもつ途上国の意見

に相違があり、政治的な要素が絡んでくる非常に難しい問題である。これら未決定の制度

設計に関して政治的要素を排除し、地球温暖化対策として CDMを確立するためには、公正
という視点が必要である。CDMはとくに先進国と途上国という社会的・経済的に差異を持
った国における制度であるから、公正という観点から先進国と途上国の利害を超えた制度

設計を行わなければならない。それは安易に合意を得るための政治的な妥協を排し、公正

なルールを確立することによって、CDMを確固とした制度として存続させることになると
考えられる。また、そのようなものでなければ途上国、特に CDMに公的には否定的である
中国からの理解と合意は得られないであろう。 
 
４．日中間４．日中間４．日中間４．日中間 CDMCDMCDMCDM実現の障害実現の障害実現の障害実現の障害    
適応可能性の高い日中間での CDMを実現するには、制度面の確立とともに、その障害と

なるものの解消が必要である。本節では CDMの障害を明らかにし、その解消を検討する。 
日中間で行われた AIJ の経験から、日中間 CDM の大きな障害として協力体制の不備が

考えられる。パイロットフェーズとしての AIJ での実績の不足と、中国の将来における限
界削減費用の上昇懸念が挙げられる。 

AIJ では上述の通りクレジットが生じないため民間資金を活用し持続的に投資するには
限界があり、CDMを実施することによって実績を積み、実績不足を補っていくことが求め
られる。また、限界削減費用の上昇は、中国の長期間にわたるエネルギー効率改善への投

資によっても、エネルギー原単位の上昇は緩やかだったことから、限界削減費用の上昇も

緩やかなものと考えられる。また温暖化対策によるエネルギー効率改善は公害対策にもつ

ながり、中国における利益は大きいと考えられる。そのため、中国政府は CDMに対し前向
きな方向へ踏み出すことが求められる。 
協力体制の不備は、投資インセンティブの欠如と長い交渉時間をもたらし、高い取引費用

につながっている。民間投資の活用の障害になっている。したがって、CDM実現には民間
投資を活用することができるよう、いかに取引費用を抑えるかが重要である。その協力体

制を構築に関して、中国側においても取引費用の抑制のためにベースラインの方式検討す

るなど変化の兆しは見られるが、さらなる協力的体制を引き出すためには、投資国側の資

金の追加性と適応可能な技術を明確にする必要がある。日本の場合では、資金の追加性に

ついて既存の ODAの転用に対し中国側が懸念を持っているため、日本輸出入銀行、日本開
発銀行等の公的金融機関からの融資によって行うことが考えられ、適応可能な技術に関し

ては日本の技術は高性能である反面、高費用的であること、中国で環境設備の利用が低率

なことから、事業を普及させていくには安価で汎用性を持つ技術移転である必要があり、



CDM事業としては先の例のような国産普及型事業の形態が考えられる。 
このように両国が実行可能なオプションを検討することによって、CDM実現に向けて歩み
寄ることが可能であり、今後も具体的オプションを積み重ね CDMの実務的な面を明確にす
るべく、両国において意思疎通を行うことが重要である。 
 
５．結語５．結語５．結語５．結語    
経済発展と環境保全を両立させる持続可能な発展ということから考えると、中国において

はエネルギー問題が経済発展と環境保全のボトルネックであり、エネルギー効率向上は急

務となっている。そのためエネルギー効率向上への資金・技術移転チャンネルの一つとし

て CDMを活用することは中国の発展にとって有効であると考えられる。つまり、中国にと
っては、エネルギー(energy)、経済(economy)、環境(environment)の３つを同時に達成す
るために CDMが利用できると考えられるのである。具体的なこの３E達成に向けたプロジ
ェクトとしては、先の火力発電所効率改善事業が挙げられる。 
そして、今後の経済発展によって CO2の排出増大が予想される中国と、同じ環境影響圏
で地理的・経済的にも結びつきが強く、高い技術力を持つ日本の両国における CDMは、中
国にとってはエネルギー効率改善に向けた助力となり、日本にとっては削減目標達成の一

つの手段となることで両国が利益を享受できるものである。 
このように CDMはお互いに利益のあるものであるから、実現可能なスキームを積み重ね

CDMの実務的な面を明確にし、CDMの実現に向けて両国の更なる取り組みが望まれる。 
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